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第１章 総則 

  

（約款の適用） 
第１条 当社は、このＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約約款（以下「この約款」

といいます｡）によりＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）を提供します。 

        

（注）本条のほか、当社は、別記２に定めるところによりＣＮＡモバイルサービス（Ａプ

ラン）に付随するサービス（以下「付随サービス」といいます｡）を提供します。 

 

（約款の変更および告知） 
第２条 本約款の内容は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の

目的に反せず、かつ、相当な範囲において、契約者の個別の合意を得ることなく変更す

ることができるものとし、契約者及び当社は変更後の本約款に拘束されるものとします。 

２ 当社は、当社が本約款を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に

対し、当社の定める方法により、変更すること、変更の効力発生時期、及び変更後の約

款の内容についてあらかじめ当社ウェブサイト（https://www.cna.ne.jp/）に掲載、通

知します。 

３ 当社は、前項により通知する変更の効力発生時期が到来した後に契約者が基本サービ

スの利用を継続した場合は、契約者が変更後の約款に同意したものとみなします。 

４ 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規

則」といいます｡）第 22 条の２の３第２項第１号に該当する事項の変更を行う場合、個

別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。 

 

（用語の定義） 
第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 

電気通信設備を他人の通信の用に供すること 

電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ

れと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 

通話 おおむね３キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信 

回線を通じて送り、又は受ける通信 

データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送 

り、又は受ける通信 

電話網 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行う 

ための電気通信回線設備 

データ通信網 データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うた

めの電気通信回線設備 

特定携帯電話事業者 ＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社 

特定ＭＮＯ事業者 特定携帯電話事業者 
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ＣＮＡモバイルサービス

（Ａプラン） 

電話網又はデータ通信網を使用して特定携帯電話事業者が提

供する電気通信サービスであって、無線基地局設備と契約者

が指定する移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提

供するもの 

サービス取扱所 （１）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）に関する業務を行

う当社の事業所 

（２）当社の委託によりＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）

に関する契約事務を行う者の事業所 

ＣＮＡモバイルサービス

（Ａプラン）契約 

当社からＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の提供をうけ 

るための契約 

ＣＮＡモバイルサービス

（Ａプラン）契約者 

当社とＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約を締結して 

いる者 

協定事業者 特定携帯電話事業者と相互接続協定を締結している電気通信

事業者（電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号。以下

「事業法」といいます｡以下同じとします｡）第９条 

の登録を受けた者又は事業法第 16 条第１項の届出をした者 

をいいます。以下同じとします｡） 

外国事業者 特定携帯電話事業者（ＫＤＤＩ株式会社に限ります｡）と国 

際ローミング協定（事業法第 40 条に定める外国政府等との 

協定等の認可を得て、特定携帯電話事業者（ＫＤＤＩ株式会 

社に限ります｡）が外国の事業者との間で相互の電気通信サ

ービスの提供に関し締結した協定をいいます｡ 以下同じとし

ます｡）を締結している外国の事業者 

ＬＴＥ約款 特定携帯電話事業者のａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約約款 

ａｕ（ＬＴＥ）通信サー

ビス 

特定携帯電話事業者のＬＴＥ約款に定めるａｕ（ＬＴＥ）通 

信サービス 

ａｕ（5Ｇ）通信サービス 特定携帯電話事業者の５Ｇ約款に定めるａｕ（５Ｇ）通信サ

ービス 

ａｕ通信サービス ａｕ（ＬＴＥ）通信サービス及びａｕ（５Ｇ）通信サービス 

加入電話サービス 電気通信番号規則（令和元年総務省第 4 号）別表第１号に定

める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス（Ｉ 

Ｐ電話サービスを除きます｡） 

ＩＰ電話サービス 電気通信番号規則別表第１号又は第６号に定める電気通信番 

号を用いて、端末系伝送路設備（事業法施行規則に定める端 

末系伝送路設備をいいます｡）においてインターネットプロ 

トコルにより提供される電気通信サービス（別記 20 に定め 

るものを除きます｡） 

中継サービス 電気通信番号規則別表第２号又は第 10 号に定める電気通信 

番号を用いて提供される電気通信サービス 

携帯電話サービス 無線設備規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号）第３ 

条第１号に規定する携帯無線通信により提供される電気通信 

サービス 

ＰＨＳサービス 電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号）第 

６条第４項第６号に規定するＰＨＳの陸上移動局との間で行 

われる無線通信により提供される電気通信サービス 
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加入電話事業者 特定携帯電話事業者（ＫＤＤＩ株式会社に限ります｡）又は 

加入電話サービスを提供する協定事業者 

ＩＰ電話事業者 特定携帯電話事業者（ＫＤＤＩ株式会社に限ります｡）又は 

ＩＰ電話サービスを提供する協定事業者 

中継事業者 特定携帯電話事業者（ＫＤＤＩ株式会社に限ります｡）又は 

中継サービスを提供する協定事業者 

携帯電話事業者 特定携帯電話事業者及び携帯電話サービスを提供する協定事 

業者 

移動無線装置 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約に基づいて陸上 

（河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じ 

とします｡）において使用されるアンテナ設備及び無線送受 

信装置 

無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるために設置さ

れる電気通信設備であって、次のもの 

（１）電波法施行規則第３条第１項第８号に定める業務を行う

ためのものであって、電気通信事業報告規則（昭和 63 年

郵政省令第 46 号）に定める第五世代移動通信システムに

よるもの（特定携帯電話事業者が設置するものに限りま

す。以下「５Ｇ基地局設備」といいます。） 

（２）電波法施行規則第３条第１項第８号に定める業務を行

うためのものであって、電気通信事業報告規則に定める

3.9-４世代移動通信システムによるもの（特定携帯事業者

が設置するものに限ります。以下「ＬＴＥ基地局設備」と

いいます。） 

端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、１の部

分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（こ

れに準ずる区域内を含みます｡）又は同一の建物内である

もの 

ＳＩＭカード 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであっ 

て、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の提供のために、

当社がＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者に貸与す

るもの 

端末機器 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平成 16 年１ 

月 26 日総務省令第 15号）第３条で定める種類の端末設備の 

機器 

自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、 

端末設備以外のもの 

契約者回線 特定携帯電話事業者と当社との契約に基づく無線基地局設備

と、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者が指定す

る移動無線装置との間に設定される電気通信回線 

他網公衆電話 特定携帯電話事業者（ＫＤＤＩ株式会社に限ります｡）又は 

協定事業者が街頭その他の場所に電話機を設置して公衆の利 

用に供する電気通信サービス 

ＫＤＤＩ相互接続点 特定携帯電話事業者（ＫＤＤＩ株式会社に限ります｡）がこ

の契約約款以外の契約約款等（契約約款、料金表その他の

電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以
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下同じとします｡）により提供する電気通信サービス（携

帯電話通信サービスを除きます｡）に係る電気通信設備と

モバイル通信サービスに係る電気通信設備との間の接続点 

他社相互接続点 特定携帯電話事業者（ＫＤＤＩ株式会社に限ります｡）以外

の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続

に係る電気通信設備の接続点（接続専用回線（専らモバイ

ル通信サービスに係る電気通信回線設備相互間を接続する

ために設置される協定事業者の電気通信回線設備をいいま

す。以下同じとします。）に係るものを除きます。） 

相互接続点 ＫＤＤＩ相互接続点又は他社相互接続点 

契約者回線等 （１）契約者回線に電話網又はデータ通信網を介して接続さ

れる電気通信設備であって当社又は協定事業者が必要に

より設置する電気通信設備 

（２）相互接続点 

電話番号 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を 

識別するための英字若しくは数字の組み合わせ 

国際ネットワーク番号 ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ.164 及びＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ.164.1 に基づ

きＩＴＵが割り当てる番号 

国際ネットワーク 複数国に跨って提供されることを目的として国際ネットワー

ク番号を用いる電気通信サービス  

課金対象データ 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式 

により伝送されるデータ（制御信号等のうちデータとしてみ 

なされるものを含みます。以下同じとします｡） 

料金月 １の暦月の起算日（当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の

日をいいます｡）から次の暦月の起算日の前日までの間 

ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負 

担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び 

負担金算定等規則（平成 14 年総務省令第 64号） 

により算出された額 

電話リレーサービス料 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律（令和

２年法律第 53 号）に定める電話リレーサービスの提供の確

保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話

の利用の円滑化に関する法律施行規則（令和２年総務省令第

110 号）により算出された額 

ブロードバンドユニバー

サルサービス料 

人口減少に伴う採算性の悪化や離島・山間地等の地理的条件

により、光ファイバ基盤の維持が今後課題となることを踏ま

え、令和4年改正電気通信事業法（令和5年6月16日施行）

より創設された第二号基礎的電気通信役務制度により算出さ

れた額 

消費税相当額 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び同法に関する法令 

の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和 

25年法律第226号）及び同法に関する法令の規定に基づき課 

税される地方消費税の額 
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第２章 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の種類 

 

（ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の種類） 

第４条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）には、料金表第１表第１（基本使用料）に

規定する種類があります。 
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第３章 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約 

 

（契約の単位） 
第５条 当社は、電話番号１番号ごとに１のＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約を

締結します。この場合、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、１のＣＮＡモ

バイルサービス（Ａプラン）契約につき１人に限ります。 

 

（契約申込みの方法） 
第６条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約の申込みをするときは、当社所定の方

法により申込みを行うものとします。 

２ 加入申込みにあたって、次の各号全てについて反しないことを表明するものとします。 

（１）自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成

員（以下総称して「反社会的勢力」といいます。）ではないこと。 

（２）自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい

ます。）が反社会的勢力ではないこと。 

（３） 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。 

（４）本契約が終了し、利用料金の全額が支払われるまでの間に、自らまたは第三者を利

用して、この契約に関して次の行為をしないこと。 

(ｉ)相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為 

    (ii)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 

 

（契約者の氏名などの変更の届け出） 
第７条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、氏名・名称・住所もしくは居所

又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け

出ていただきます。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示し

ていただくことがあります。 

 

（契約者暗証番号） 
第８条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約の申込みをするときは、そのＣＮＡモ

バイルサービス（Ａプラン）契約に係る契約者を識別するための暗証番号（以下「契約

者暗証番号」といいます｡）を指定していただきます。 

２ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、前項の規定により指定した契約者暗

証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。 

３ 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者以外の者が第１項の規定により

指定された契約者暗証番号を使用した場合、そのＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）

契約者が使用したものとみなして取り扱います。 

 

（契約申込みの承諾） 
第９条 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約の申込みがあったときは、受

け付けた順序に従って承諾します。 

２ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約は、当社が承諾した時点をもって成立する

ものとします。 
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３ 前２項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの

承諾を延期することがあります。 

４ 前３項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことが

あります。 

（１）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者がＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）

の料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

（２）第６条（契約申込みの方法）に基づき申し込まれた内容に虚偽又は不実の内容があ

るとき。 

（３）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者が、第 28 条（利用停止）各号の規定の

いずれかに該当し、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の利用を停止されたことがあ

る又はＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約の解除を受けたことがあるとき。 

（４）第 58 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

（５）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約の申込みをした者の、当社と締結してい

る他のＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約の数の合計が５以上であるとき。 

（６）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約の申込みをした者が、携帯音声通信事業

者によるＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者の本人確認等及び携帯音声通信役

務の不正な利用の防止に関する法律（平成 17 年法律第 31 号。「携帯電話不正利用防止

法」といいます｡以下同じとします。）第 10 条（契約者の地位の承継）の規定に違反し

て通話可能端末設備等（携帯電話不正利用防止法に定めるものをいいます。以下同じと

します｡）を貸与したものと当社が認めたとき。 

（７）その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

 

（契約者の地位の承継） 
第10条  相続によりＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者の地位の承継があったと

きは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、そのＣＮＡモバイル

サービス（Ａプラン）の契約事務を行うサービス取扱所に速やかに届け出ていただきま

す。 

２ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、第１項の届出を行わない場合には、第

11条（通知等の方法及び契約者変更に係る届出の義務)第３項から第９項の規定に準じて

取り扱うことに同意していただきます。 

 

（通知等の方法及び契約者変更に係る届出の義務) 
第 11 条 当社は、この約款に基づき、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者に通知

その他の連絡（以下この第 11 条において「通知等」といいます｡）を行う必要がある場

合であって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、ＣＮ

Ａモバイルサービス（Ａプラン）契約者から届出のあった氏名、名称、住所、メールア

ドレスに係る情報（以下「契約者連絡先」といいます｡）に基づいて行います。 

２ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、

そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。 

３ 当社は、前項の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示し

ていただくことがあります。 

４ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）

契約者が第２項の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付し

た書面については、その書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその
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ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者に到達したものとして取り扱うことに同意

していただきます。 

５ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、

当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した書面についても、第４項と同様とし

ます。 

６ 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した書面が当社に返戻されるその他の理由により、

届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、書面によ

る通知等は行わないこととします。 

７ 前項に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、

当社は、その契約者回線への架電その他の当社が別に定める方法により通知等を行いま

す。この場合において、その契約者回線に提供する留守番伝言機能又はその契約者回線

に接続された端末設備に内蔵された留守番電話機能等に通知等を録音する又は電子メー

ルその他の方法により、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者がその通知等を受

領しうる状態にしたときは、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者がその通知等

を実際に受領したか否かにかかわらず、その通知等はＣＮＡモバイルサービス（Ａプラ

ン）契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。 

８ 当社は、当社がその契約者回線について第 28 条（利用停止）に基づくＣＮＡモバイル

サービス（Ａプラン）の利用の停止又は第 17 条（当社が行う契約の解除）に基づく契約

の解除を行う場合であって、書面及び第７項のいずれの方法によっても通知等を行うこ

とができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。 

９ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、第２項の届出を怠った、又は当社に

事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等

を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していた

だきます。 

 

（ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者の契約者確認の取扱い） 
第 12 条 当社は、携帯電話不正利用防止法の規定に基づき、ＣＮＡモバイルサービス（Ａ

プラン）契約者に対して、契約者確認（同法第９条に定める契約者確認をいいます。以

下同じとします｡）を行うことがあります。この場合においては、ＣＮＡモバイルサービ

ス（Ａプラン）契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約

者確認に応じていただきます。 

 

（電話番号） 
第 13 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の電話番号は、1 の契約者回線ごとに当社

が定めることとします。ただし、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者がその電

話番号を継続的に利用できることを保証するものではありません。 

２ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ＣＮＡモバイルサ

ービス（Ａプラン）の電話番号を変更することがあります。 

（注１）電話番号の登録等（登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします｡）は、当

社が行います。 

（注２）ＳＩＭカードの電話番号の登録等については、第 23 条（電話番号その他の情報の

登録等）に定めるところによります。 

（注３）当社は、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことをＣＮＡモバイルサ

ービス（Ａプラン）契約者に通知します。 
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（ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の利用の一時中断） 
第 14 条 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者から当社所定の方法により

請求があったときは、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の利用の一時中断（その電

話番号を他に転用することなくＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者回線を一時

的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします｡）を行います。 

 

（ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）利用権の譲渡の禁止） 
第 15 条 当社からＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）に係る利用権（ＣＮＡモバイルサ

ービス（Ａプラン）契約に基づき、当社からＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の提

供を受ける権利をいいます。以下同じとします。）は、譲渡することができません。 

 

（ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者が行う契約の解除） 
第 16 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプ

ラン）契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に当社所

定の方法により通知していただきます。 

 

（当社が行うＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約の解除） 
第 17条 当社は、第 28条（利用停止）の規定によりＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）

の利用を停止されたＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者が、なおその事実を解

消しない場合は、そのＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約を解除することがあり

ます。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者が第

28 条（利用停止）各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行

に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の

利用停止をしないでそのＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約を解除することがあり

ます。 

３ 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者が携帯電話不正利用防止法第 10

条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したものと当社が認めたときは、そのＣ

ＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約を解除するものとします。 

４ 当社は、前３項の規定によるほか、第 10 条（契約者の地位の承継）第１項に定めるＣ

ＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者の地位の承継について当社に届出があり、当

社がその事実を確認した場合は、その事実を確認した日をもって、ＣＮＡモバイルサー

ビス（Ａプラン）の契約を解除するものとします。 

 

（初期契約解除） 

契約者は、本約款の他の規定にかかわらず、電気通信事業法第 26条の 3に定める初期契

約解除制度の対象となるＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）（本約款においてサービ

スの種類毎に示すものとします）については、当社が（契約申込みの承諾）に基づき契

約書面の交付を行った日を初日とする 8日が経過するまでの間は、当社に書面又は当社

が指定する方法で通知することにより、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約を解

除することができます。この場合において、当社は、解除までの期間に応じた CNA モバ

イルサービス（Ａプラン）の月額料金、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の提供の
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ために必要な工事を実施している場合における当該工事費用及び契約締結費用の支払い

について、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるも

のとします。 

 

（その他の提供条件） 
第 18 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約に関するその他の提供条件については、

別記に定めるところによります。 
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第４章 オプション機能 

 

（オプション機能の提供） 
第 19 条 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者から請求があったときは、

別表１（オプション機能）に規定するオプション機能を提供します。 

２ 別表１（オプション機能）に基づき提供するオプション機能のうち、別記 22 に定める

機能については、前項の規定にかかわらず、それぞれＣＮＡモバイルサービス（Ａプラ

ン）契約者から請求があったものとみなして取り扱います。 

（オプション機能の廃止） 
第 20 条 当社は、そのオプション機能の提供を受けているＣＮＡモバイルサービス（Ａプ

ラン）契約者から、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約の解除又はオプション機

能の廃止の申し出があったときは、オプション機能を廃止します。 

 

（ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の利用の一時中断があった場合の取扱い） 
第 21 条 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の利用の一時中断があったときは、

そのオプション機能の利用の一時中断を行います。 
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第５章 ＳＩＭカードの貸与等 

 

（ＳＩＭカードの貸与） 
第 22 条 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者に対し、ＳＩＭカードを貸

与します。この場合、貸与するＳＩＭカードの数は１のＣＮＡモバイルサービス（Ａプ

ラン）契約につき１とします。 

２ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するＳ

ＩＭカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをＣＮＡモバ

イルサービス（Ａプラン）契約者に通知します。 

 

（電話番号その他の情報の登録等） 
第 23 条 当社は、次の場合に、当社の貸与するＳＩＭカードに電話番号その他の情報の登

録等を行います。 

（１）ＳＩＭカードを貸与するとき。 

（２）その他、当社のＳＩＭカードの貸与を受けているＣＮＡモバイルサービス（Ａプラ

ン）契約者から、そのＳＩＭカードへの電話番号その他の情報の登録等を要する請求が

あったとき。 

２ 当社は、前項の規定によるほか、第 13条（電話番号）第２項、第 52条（修理又は復旧

の場合の暫定措置）の規定により電話番号を変更する場合は、電話番号の登録等を行い

ます。 

 

（ＳＩＭカードの情報消去及び破棄） 
第 24 条 当社は、次の場合には、当社の貸与するＳＩＭカードに登録された電話番号その

他の情報を消去します。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありま

せん。 

（１）そのＳＩＭカードの貸与に係るＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約の解除が

あったとき。 

（２）その他、ＳＩＭカードを利用しなくなったとき。 

２ 当社のＳＩＭカードの貸与を受けているＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者

は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのＳＩＭカードに切り込みを入

れ、これを破棄していただきます。ただしＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者

は、当社から別段の指示があったときは、自らの費用と責任において当社が指定するサ

ービス取扱所へそのＳＩＭカードを返却していただきます。 

３ 前項の規定によるほか、第 22 条（ＳＩＭカードの貸与）第２項の規定により、当社が

ＳＩＭカードの変更を行った場合、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、当

社の指示に従って変更前のＳＩＭカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきま

す。ただし、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、当社から別段の指示があ

ったときは、自らの費用と責任において当社が指定するサービス取扱所へそのＳＩＭカ

ードを返却していただきます。 

 

（ＳＩＭカードの管理責任） 
第 25 条 当社のＳＩＭカードの貸与を受けているＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契

約者は、そのＳＩＭカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。 



-17- 

２ 当社のＳＩＭカードの貸与を受けているＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者

は、ＳＩＭカードについて盗難にあった場合、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに

当社に届け出ていただきます。 

３ 当社は、第三者がＳＩＭカードを利用した場合であっても、そのＳＩＭカードの貸与

を受けているＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者が利用したものとみなして取

り扱います。 

４ 当社は、ＳＩＭカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、一切

の責任を負わないものとします。 

 

（ＰＩＮコード） 
第 26 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、当社が別に定める方法により、

ＳＩＭカードにＰＩＮコード（そのＳＩＭカードを利用する者を識別するための数字の

組合せをいいます。以下同じとします｡）を登録することができます。この場合において、

当社からそのＳＩＭカードの貸与を受けているＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契

約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）

契約者が登録を行ったものとみなします。 

２ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、ＰＩＮコードを善良な管理者の注意

をもって管理していただきます。 
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第６章 利用中止等 

 

（利用中止） 
第 27 条 当社は、次の場合には、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の利用を中止する

ことがあります。 

（１）特定ＭＮＯ事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

（２）特定の契約者回線から、多数の不完了呼（相手先の応答前に発信を取り止めること

をいいます。以下同じとします｡）を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又

はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。 

（３）第 34 条（通信利用の制限等）の規定により、通信利用を中止するとき。 

２ 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月における

ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生

じるおそれがあると当社が認めた場合又は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）に係

る料金その他の債務の支払方法について不正利用若しくは不正登録等、不当な行為の恐

れがあると当社が判断した場合は、一時的にＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）又は

オプション機能の一部若しくは全部の利用を中止することがあります。この場合におい

て、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたとき

は、その利用の中止を解除します。 

３ 当社は、本条の規定によりＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の利用を中止すると

きは、あらかじめそのことをそのＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者に通知し

ます。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 

（利用停止） 
第 28 条 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者が次のいずれかに該当する

ときは、６カ月以内で当社が定める期間（ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の料金

その他の債務を支払われないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社に

支払われるまでの間、第２号、第３号又は第５号の規定に該当するときは、当社がＣＮ

Ａモバイルサービス（Ａプラン）契約者本人を確認するための書類として当社が別に定

めるものを、当社所定の方法でサービス取扱所に提出していただくまでの間）、そのＣ

ＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の利用を停止することがあります。 

（１）当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない

とき（支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確

認できないときを含みます。以下この条において同じとします｡）。 

（２）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）に係る契約の申込みに当たって事実に反する

記載を行ったことが判明したとき。 

（３）第10条（契約者の地位の承継）若しくは第11条（通知等の方法及び契約者変更に係

る届出の義務)の規定に違反したとき、又は第 10 条若しくは第 11 条の規定により届け出

た内容について事実に反することが判明したとき。 

（４）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者が当社と契約を締結している若しくは

締結していた他のＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）に係る料金その他の債務につい

て、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

（５）第 12 条（ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者の契約者確認の取扱い）（第

18条（その他の提供条件）において準用する場合を含みます｡）の規定に違反したとき。 
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（６）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者がそのＣＮＡモバイルサービス（Ａプ

ラン）又は当社と契約を締結している他のＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の利用

において第 58 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したと当社が認めたとき。 

（７）契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。 

（８）別記３若しくは別記４の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は

その検査の結果、技術基準等（別記５に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。

以下同じとします｡）に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備

の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。 

（９）別記６、７、８又は９の規定に違反したとき。 

（10）その他この利用規約又は法令に違反したとき。 

２ 当社は、前項の規定によりＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の利用を停止すると

きは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのＣＮＡモバイルサービス

（Ａプラン）契約者に通知します。ただし、前項第６号の規定により、ＣＮＡモバイル

サービス（Ａプラン）の利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないときは、この

限りでありません。 
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第７章 通信 

 

（通信の種類） 
第 29 条 通信には、次の種類があります。 

種類 内容 

１ 一般通信 ２以外の通信 

２ 相互接続通信 相互接続点との間の通信 

２ 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。 

種類 内容 

１ 通常通話 ２以外の通信 

２ 国際通話 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）を使用して本邦と外国との

間で行う通話 

備考 ２欄に定める外国には、当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システム

に係る衛星携帯電話（以下「特定衛星携帯電話」といいます｡以下同じとします。)及

びインマルサットシステム移動地球局（海事衛星通信、携帯移動衛星通信又はインマ

ルサットＦｌｅｅｔＸｐｒｅｓｓ通信を取扱うために設置した地球局及び可搬型地球

局をいいます。以下同じとします｡)を含みます。 

３ 国際通話は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）（Ａプラントーク、Ａプラントー

クＶに限ります｡）の契約者回線からの通話に限り行うことができます。 

 

（電波伝播条件による通信場所の制約） 
第 30 条 通信は、その移動無線装置が別記１で定めるサービス区域内に在圏する場合に限

り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネ

ル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができ

ない場合があります。 

 

（相互接続に伴う通信） 
第 31 条 ＫＤＤＩ相互接続点との間の通信は、特定携帯電話事業者（ＫＤＤＩ株式会社に

限ります｡）が定めた通信に限り行うことができます。 

２ 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき特定携帯電話事業者（ＫＤ

ＤＩ株式会社に限ります｡）が定めた通信に限り行うことができます。 

３ 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業

者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信（こ

の約款で提供するＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）以外の電気通信サービスに係る

電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします｡）を行うことはできません。 

 

（国際通話の取扱い） 
第 32 条 国際通話は、本邦発信の自動通話（通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介

さずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます｡）に限り行うこと

ができます。 

２ 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者から請求があったときは、国際

通話利用規制（その契約者回線から国際通話を行うことができないようにすることをい

います。以下同じとします。）を行います。 
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 ３ 前項に規定する場合のほか、特定携帯電話事業者（ＫＤＤＩ株式会社に限ります。）

の電話サービス等契約約款に規定する特定通話等発信規制サービスＩの適用を受ける契約

者回線について、国際通話利用規制を行います。 

 

（外国における取扱い制限） 
第 33 条 国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約

約款等により制限されることがあります。 

（通信利用の制限等） 
第 34 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなった

ときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害

の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必

要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を

優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 

 

（通信の利用を制限する措置） 
第 35 条 前条の規定による場合のほか、当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契

約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。 

（１）通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線などへの通

信の利用を制限すること。 

（２）契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し特定携帯電話事業者の

電気通信設備を占有する等、その通信がＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の提供に

支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。 

（３）特定携帯電話事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認め

られる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が特定携帯電話事業

者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は

他の契約者回線に対する当社のＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の提供に支障を及

ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に

係る通信の帯域を制限すること。 

（４）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者が別記 13 に規定する禁止行為を行った

場合に、その通信の切断又は制限を行うこと。 

２ 当社又は特定携帯電話事業者は、前項の規定による場合のほか、当社又は特定携帯電

話事業者が別に定める形式のデータについて、圧縮その他ＣＮＡモバイルサービス（Ａ

プラン）の円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。  

 

第 36 条 当社は、前２条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはそ

の他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務（立替払等に係る債務

を含みます｡）の履行が為されていないと判断して、特定携帯電話事業者の電気通信設備

に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの

通信の利用を制限する措置をとることがあります。 

 

第 37 条 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの

流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト（同協会が定める児童ポルノ

アドレスリスト提供規約に基づくインターネット上の接続先情報をいいます｡）において

指定された接続先との間の通信を制限することがあります。 
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第８章 料金等 

 

（料金に関する費用） 
第 38 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の料金は、料金表第１表（料金）に規定す

る基本使用料、オプション機能利用料、通話料、手続きに関する料金、ユニバーサルサ

ービス料及び電話リレーサービス料とします。 

 

（基本使用料及びオプション機能利用料の支払義務） 
第 39 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、その契約に基づいて当社が契約

者回線又はオプション機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又はオプション

機能の廃止があった日の前日までの期間（提供を開始した日と解除又は廃止があった日

が同一の日である場合は、その日）について、料金表第１表第１（基本使用料）及び第

２（オプション機能利用料）に規定する料金（以下この条において「料金」といいます｡）

の支払いを要します。ただし、この約款に特段の定めのある場合は、この限りでありま

せん。  

２ 前項の期間において、利用の一時中断などによりＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）

を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。  

（１）利用の一時中断をしたときは、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、そ

の期間中の料金の支払いを要します。 

（２）利用停止があったときは、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、その期

間中の料金の支払いを要します。 

（３）前２号の規定によるほか、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、次の場

合を除き、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）を利用できなかった期間中の料金の支

払いを要します。 

区別 支払いを要しない料金 

ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約

者の責めによらない理由によりそのＣＮＡ

モバイルサービス（Ａプラン）を全く利用

することができない状態（その契約に係る

電気通信設備による全ての通信に著しい支

障が生じ、全く利用できない状態と同程度

の状態となる場合を含みます｡）が生じた

場合に、そのことを当社が認知した時刻か

ら起算して、24 時間以上その状態が連続

したとき。 

そのことを当社が認知した時刻以後の利用

できなかった時間（24時間の倍数である部

分に限ります｡）について、24 時間ごとに

日数を計算し、その日数に対応するそのＣ

ＮＡモバイルサービス（Ａプラン）につい

ての料金 

３ 前項の規定にかかわらず、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、別表１

（オプション機能）８欄に規定する海外ローミング機能については、その利用形態に応

じて、料金表第１表第１（基本使用料）に規定する料金の支払いを要します。 

４ 当社は、支払いを要しないこととされた料金がすでに支払われているときは、その料

金を返還します。 
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（通話料の支払義務） 
第 40 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、その契約者回線からの通話（そ

の契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます｡）について、別記 10 の規定に

より測定した通話時間又は送信回数と料金表第１表第３（通話料）の規定とに基づいて

算定した料金の支払いを要します。 

２ 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第 48 条（相互

接続通信の料金の取扱い）に規定するところによります。 

３ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、通話料について、特定携帯電話事業

者の機器（協定事業者の機器を含みます。）の故障等により正しく算定することができ

なかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記 12 に規定する方法により算定

した料金額の支払いを要します。 

 

（手続きに関する料金の支払義務） 
第 41 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプ

ラン）契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第

１表第４（手続きに関する料金）に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。

ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取り消しがあったときは、

この限りでありません。この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、

その料金を返還します。 

 

（ユニバーサルサービス料の支払義務） 
第 42 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、料金表第１表第５（ユニバーサ

ルサービス料）に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。 

 

（電話リレーサービス料の支払義務） 
第 43 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、料金表第１表第６（電話リレー

サービス料）に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。 

 

（ブロードバンドユニバーサルサービス料の支払義務） 
第 44 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、料金表第１表第７（ブロードバ

ンドユニバーサルサービス料）に規定するブロードバンドユニバーサルサービス料の支

払いを要します。 

 

（料金の計算及び支払い） 
第 45 条 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、料金表通則に規定するところによりま

す。 

 

（料金等の請求） 
第 46 条 当社は、当社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いませ

ん。  

 

（割増金） 
第 47 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、料金の支払いを不法に免れた場

合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします｡）の
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２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日ま

でに支払っていただきます。 

 

（延滞利息） 
第 48 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、料金その他の債務（延滞利息を

除きます｡）について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日

から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5％の割合（年当たり

の割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします｡）で計算して

得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。 

 

（相互接続通信の料金の取扱い） 
第 49 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）は、当社、特定携帯電話事業者又は協定事

業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。 

２ 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社、

特定携帯電話事業者又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いにつ

いては、別記 18 又は別記 19 に定めるところによります。 
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第９章 保守 

 

（契約者の維持責任） 
第 50 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、端末設備又は自営電気通信設備

を、技術基準及び技術的条件（昭和 60 年郵政省令第 31 号）などに適合するよう維持し

ていただきます。 

２ 前項の規定のほか、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、端末設備（移動

無線装置に限ります｡）又は自営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡）を、無線設

備規則（昭和25年電波監理委員会規則第18号）に適合するよう維持していただきます。  

 

（契約者の切分責任） 
第 51 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、端末設備又は自営電気通信設備

が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他特定ＭＮＯ事業者の電

気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設

備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 

２ 前項の確認に際して、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者から要請があった

ときは、当社は、サービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、そ

の結果をＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者に通知します。 

３ 当社が、前項の試験により特定ＭＮＯ事業者が提供した電気通信設備に故障がないと

判定した場合において、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者の請求により特定

ＭＮＯ事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあ

ったときは、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者にその派遣に要した費用を負

担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に

消費税相当額を加算した額とします。 

 

（修理又は復旧） 
第 52 条 当社は、特定ＭＮＯ事業者の電気通信設備が故障し、又は減失した場合は、速や

かに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証す

るものではありません。 

２ 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないとき

は、第 34 条（通信利用の制限等）の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するた

め、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、

第１順位及び第２順位の電気通信設備は、同条の規定により特定携帯電話事業者がそれ

らの機関との協議により定めたものに限ります。 

 

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

１ 

気象機関に提供されるもの 

水防機関に提供されるもの 

消防機関に提供されるもの 

災害救助機関に提供されるもの 

秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの 

防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 

海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの 

輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 
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通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 

電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの 

２ 

水道の供給に直接関係がある機関に提供されるもの 

ガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの 

選挙管理機関に提供されるもの 

別記 24 の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの 

預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの 

その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供

されるもの（第１順位となるものを除きます｡） 

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 

３ 特定ＭＮＯ事業者の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合の修理又は復旧の取扱

いについては、特定ＭＮＯ事業者の約款によるものとします。 

 

（修理又は復旧の場合の暫定措置） 
第 53 条 当社は、特定ＭＮＯ事業者の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に

その電話番号を変更することがあります。 
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第 10 章 損害賠償 

 

（責任の制限） 
第 54 条 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）を提供すべき場合において、当社

の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき（その原因が協定事業者の責め

に帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます｡）は、そのＣＮＡモバ

イルサービス（Ａプラン）が全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備によ

るすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合

を含みます。以下この条において同じとします｡）にあることを当社が認知した時刻から

起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、そのＣＮＡモバイルサービス

（Ａプラン）契約者の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）が全く利用でき

ない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間（24 時間の倍

数である部分に限ります｡）について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する

そのＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）に係る次の料金の合計額を発生した損害とみ

なし、その額に限って賠償します。 

（１）料金表第１表第１（基本使用料）に規定する料金  

（２）料金表第１表第２（オプション機能利用料）に規定する料金（海外ローミング機能

に係るものを除きます。） 

（３）料金表第１表第２（オプション機能利用料）に規定する海外ローミング機能に係る

料金（ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）を全く利用できない状態が連続した期間の

初日の属する料金月の前６料金月の１日あたりの平均オプション機能利用料（前６料金

月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）

により算出します。） 

（４）料金表第１表第３（通話料）に規定する料金（ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）

を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前６料金月の１日当た

りの平均通話料（前６料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定め

る方法により算出した額）により算出します｡） 

３ 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定

に準じて取り扱います。 

４ 前３項の規定にかかわらず、当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の提供を

しなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星

側の電気通信回線設備の障害であるときは、そのＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）

の提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。 

５ 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）を提供すべき場合において、当社の故

意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前４項の規定は適用しません。 

 

（免責） 
第 55 条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記

憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより

損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを

除き、その損害を賠償しません。 

２ 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更（以

下この条において「改造等」といいます｡）を要することとなる場合であっても、その改
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造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、

現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければ

ならなくなったときは、当社は、その改造等に要する費用に限り負担します。 
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第 11 章 雑則 

   

（発信者番号通知） 
第56条 契約者回線からの通話（当社が別に定めるものに限ります｡）又はＳＭＳ送信（Ｓ

ＭＳ（ＳＭＳ機能を利用した文字メッセージ（文字、数字及び記号等からなるメッセー

ジをいいます。以下同じとします｡）をいいます。以下同じとします｡）の送信をいいま

す。以下同じとします｡）については、その電話番号をその通話の着信のあった又はＳＭ

Ｓを受信した契約者回線等へ通知します。ただし、通話の発信に先立ち、「１８４」を

ダイヤルして行う通話については、この限りでありません。 

 

（緊急通報に係る情報通知） 
第 57 条 特定携帯電話事業者は、契約者回線（当社が別に定める移動無線装置を利用して

いるものに限ります｡）から電気通信番号規則別表第 12 号に規定する電気通信番号を用

いて行う通話（以下、この条において「緊急通報通話」といいます｡）が行われる場合、

その端末設備がその機能によりＧＰＳ衛星から受信した信号等の情報を取得します。 

２ 特定携帯電話事業者は、契約者回線からの緊急通報通話（その発信に先立ち、「１８

４」をダイヤルして行うものを除きます｡）については、前条の規定によらず、下表の規

定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。ただし、

下表の２欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保

安機関又は消防機関において、当社又は特定携帯電話事業者が通知する情報を受信する

ための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。 

通知する情報 通知する事業者 通知する相手先 

１ 発信を行った契約者回線に

係る電話番号 

特定携帯電話事業者 

(KDDI 株式会社に限る) 

その緊急通報通話の着信の

あった契約者回線等 

２ その契約者回線に接続され

た移動無線装置の所在する位

置に関する情報（その移動無

線装置が接続されている無線

基地局設備に係る情報又は前

項により特定携帯電話事業者

がその契約者回線から取得し

た情報に基づき、特定携帯電

話事業者が計算した緯度及び

経度の情報をいいます｡）及

びその契約者回線に係る電話

番号 

特定携帯電話事業者 その緊急通報通話の着信の

あった警察機関、海上保安

機関又は消防機関 

３ 当社又は特定携帯電話事業者は、電話番号又は移動無線装置の所在する位置に関する

情報をその通話の相手先に通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、

第 54 条（責任の制限）の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。 

 

（承諾の限界） 
第 58 条 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者からその他の請求があった

場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその

請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であると
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きその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。

この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特

段の規定がある場合には、その規定によります。 

２ 前項の規定によるほか、当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者が、当

社が別に定める回数を超え１の料金月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾

しないことがあります。 

 

（利用に係る契約者の義務） 
第 59 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、次のことを守っていただきます。 

（１）端末設備（移動無線装置に限ります｡）又は自営電気通信設備（移動無線装置に限り

ます｡）を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の

導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要がある

とき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき

は、この限りでありません。 

（２）故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行

為を行わないこと。 

（３）故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある

行為を行わないこと。 

（４）端末設備若しくは自営電気通信設備又はＳＩＭカードに登録されている電話番号そ

の他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。 

（５）他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他

人の利益を害する態様でＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）を利用しないこと。なお、

別記 13 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があっ

たものとみなします。 

（６）位置情報（端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報（端末設備等規則に規定する

位置登録制御に係るものを除きます｡）をいいます。以下同じとします｡）を取得するこ

とができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持

者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。 

２ 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者以外の者によるＣＮＡモバイル

サービス（Ａプラン）の利用において、前項までの規定に反する事由が生じた場合、そ

のＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者がその事由を生じさせたものとみなして

取り扱います。 

３ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、第１項第６号までの規定に違反して

他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。 

 

（他の電気通信事業者への通知） 
第 60条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、第 16条（契約者が行う契約の解

除）又は第 17 条（当社が行う契約の解除）の規定に基づきＣＮＡモバイルサービス（Ａ

プラン）契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、他の電気通

信事業者（特定携帯電話事業者（ＫＤＤＩに限ります。）のＵＱｍⅠ約款の相当する規

定に掲げる者に限ります。）からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号及び支払状況

等の情報（ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者を特定するために必要なもの及

び支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。）を当社が通

知することにあらかじめ同意するものとします。 
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（専属的合意管轄裁判所） 
第 61 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者と当社との間で訴訟の必要が生じた

場合、秋田地方裁判所又は秋田簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

（準拠法） 
第 62 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとし

ます。 

 

（契約者に係る情報の利用） 
第 63 条 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者に係る氏名、名称、生年月

日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等の情報を、当社及び協定事業者の

電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、

当社及び協定事業者の利用規約等に係る業務の遂行上必要な範囲（ＣＮＡモバイルサー

ビス（Ａプラン）契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含

みます｡）で利用します。なお、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の提供にあたり取

得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。 

 

（電話番号案内） 
第 64 条 当社は、別記 21 に定める電話番号案内事業者が提供する電話番号案内への接続

（以下「電話番号案内接続」といいます｡）により電話番号を案内します。ただし、電話

帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。 

 

（電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等） 
第 65 条 電話番号案内接続に係る通話を行ったＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約

者回線の契約者は、料金表第１表第３（通話料）に規定する電話番号案内料及び電話番

号案内接続に係る通話料の支払いを要します。 

２ 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。 

 

（法令に規定する事項） 
第 66 条 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の提供又は利用にあたり、法令に定めがあ

る事項については、その定めるところによります。 

２ 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項又は当該事項に関連する内容について

は、別記 14 から 16 に定めるところによります。 

 

（閲覧） 
第 67 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、

閲覧に供します。 

 

 

  



-32- 

第 12 章 個人情報 

 

(個人情報保護) 
第 68 条 当社は、法令及び当社が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、ＣＮＡモバ

イルサービス（Ａプラン）契約者の個人情報（以下「個人情報」といいます。)を適切に

取扱うものとします。 

２ 当社は、CNA モバイルサービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲

内において取り扱うものとします。 

（１） ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の提供にかかる業務を行うこと。(業務上必

要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。) 

（２） ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）のサービスレベルの維持向上を図るため、ア

ンケート調査及びその分析を行うこと。 

（３） 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報

等を含む)を、電子メール等により送付すること。なお、契約者は、当社が別途定める方

法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。 

（４） その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。 

３ 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者の同意に基づき必要な限度にお

いて個人情報を第三者に提供する場合があります。ただし、当社、もしくは特定携帯電

話事業者が提供するサービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用または料金

の請求その他の当社の契約約款等または特定携帯電話事業者の契約約款等の規定に係る

業務の遂行上必要な範囲で利用します。業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者

に係る情報を当社の業務を委託している者、及びサービス提供に係る金融機関に提供す

る場合を含みます。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当

社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めるものとします。 

４ 当社では、第 67 条２項で公表する利用目的の範囲内で、個人情報の共同利用を行いま

す。 

（１）共同して利用される個人データの項目 氏名、住所、生年月日、性別、職業、電話

番号、電子メールアドレス、お客様に提供

するサービス内容等 

（２）共同して利用する者の範囲 ＫＤＤＩ株式会社、株式会社アイテム、株

式会社 ＴＥＡＭ ＴＣＥ＆Ｓ、株式会社グ

ランドライン-マルシゲ 

（３）共同して利用する者の利用目的 第 67 条２項で公表している利用目的と同内

容です。 

（４）共同して利用する個人情報の管理につ

いて責任を有する者の名称 

株式会社秋田ケーブルテレビ 

５ 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の

制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第４条に基づく開示請

求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個

人情報を請求者に開示する場合があります。 
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料金表  

 

通則  
 

（料金の計算方法など） 
１ 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。 

区分 計算方法 

（１）（２）以外のもの  この約款に規定する税込額（消費税相当額を

加算した額をいいます。以下同じとしま

す｡）により行います。           

（２）海外ローミング機能に係るオプショ

ン機能利用料、若しくは国際通話に関す

る料金、他網公衆電話の電話機から契約

者回線への通話に係る料金又は国際ＳＭ

Ｓ送信（別表１（オプション機能）８欄

に規定する国際ＳＭＳ送信をいいます。

以下同じとします｡）に関する料金（通

話料に限ります｡） 

この約款に規定する額により行います。 

 

２ 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者がそのＣＮＡモバイルサービス

（Ａプラン）契約に基づいて支払う料金のうち、基本使用料、オプション機能利用料、通

話料及びユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料は料金月（その通話を開始した

日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料については、その通話を終了した日

を含む料金月とします｡）に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料

金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。 

 

３ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更するこ

とがあります。 

 

４ 当社は、通話料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての料金を合計した額

により、請求を行います。 

 

（基本使用料の日割り）  
５ 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。 

（１）料金月の起算日以外の日に契約者回線の提供の開始があったとき。 

（２）料金月の起算日以外の日にＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約の解除があった

とき。 

（３）料金月の起算日に契約者回線の提供を開始し、その日にそのＣＮＡモバイルサービス

（Ａプラン）契約の解除があったとき。 

（４）第 39 条（基本使用料及びオプション機能利用料の支払義務）第２項第３号の表の規定

に該当するとき。 

（５）第３項の規定に基づく起算日の変更があったとき。 
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６ 前項第１号から第５号までの規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日

数により行います。この場合、第 39 条（基本使用料及びオプション機能利用料の支払義

務）第２項第３号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24

時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。 

 

７ 第５項第６号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により

行います。 

 

８ 第 54 条（責任の制限）第２項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に

対応する料金の算定にあたっては、第５項及び第６項の規定に準じて取り扱います。 

 

（消費税相当額の加算） 
９ この契約約款に係る料金について支払いを要する額は、この契約約款に規定する税抜額

に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、次の各号に掲げる料

金については、この限りでありません。 

（１）海外ローミング機能に係るオプション機能利用料 

（２）国際通話に関する料金 

（３）他網公衆電話の電話機から契約者回線への通話に係る料金 

（４）国際ＳＭＳ送信に関する料金（通話料に限ります｡） 

 

（端数処理） 
10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、

その端数を切り捨てます。 

 

（料金等の支払い） 
11 当社は、料金に関する費用の支払いについては、以下のとおりとします。 

（１）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、料金等について、当社が別途指定し

た期日までに、別途定める方法によって支払っていただきます。 

（２）料金等について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

（３）当社は、ふた月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただ

くことがあります。 

 

（料金などの臨時減免） 
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら

ず、臨時に、その料金に関する費用を減免することがあります。 

 

13 当社は、前項の規定により料金などの減免を行ったときは、当社が指定する方法により、

そのことを周知します。 
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第１表 料金 
 

第１ 基本使用料 

 

１ 適用 

基本使用料の適用については、第 39 条（基本使用料及びオプション機能利用料の支

払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。  

基本使用料の適用 

（１）ＣＮＡモバイ

ルサービス（Ａ

プラン）の種類

等 

ア ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）には、次の種類がありま

す。 

種類 内容 

Ａプラントーク、 

ＡプラントークＶ 

通話及びデータ通信が利用可能なもの 

Ａプラン データ通信のみ利用可能なもの 

イ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、アに規定する

ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の種類については、そのＣ

ＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約の申込みと同時に選択し

ていただきます。 

ウ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、ＣＮＡモバイ

ルサービス（Ａプラン）の種類の変更の請求を行うことができま

せん。 

 

（２）基本使用料の

料金種別の選択 

ア 基本使用料には、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の種類

に応じて、次の料金種別があります。なお、種類がＡプラントー

ク、ＡプラントークＶに係るもののうち、２（料金額）の（１）

の表にあるものを「音声通話プラン」、（１）-２の表にあるもの

を「音声定額プランといいます。また、種類がＡプランに係るも

のを「データプラン」といいます。 

（ア）Ａプラントーク、ＡプラントークＶに係るもの 

基本使用料の料金種別 

Ａプラン トーク １ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン トーク ２ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン トーク ３ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン トーク ４ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン トーク ５ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン トーク ６ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン トーク ７ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン トーク ２０ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン トークＶ １ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン トークＶ ２ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン トークＶ ３ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン トークＶ ４ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン トークＶ ５ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン トークＶ ６ＧＢ（Ｖ） 
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Ａプラン トークＶ ７ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン トークＶ ２０ＧＢ（Ｖ） 

（イ）Ａプランに係るもの 

基本使用料の料金種別 

Ａプラン １ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン ２ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン ３ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン ４ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン ５ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン ６ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン ７ＧＢ（Ｖ） 

Ａプラン ２０ＧＢ（Ｖ） 

イ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、ＣＮＡモバイ

ルサービス（Ａプラン）契約の申込みに際して、基本使用料の料

金種別を選択していただきます。 

ウ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、同一のＣＮＡ

モバイルサービス（Ａプラン）の種類において基本使用料の料金

種別を変更するときは、そのことをサービス取扱所に申し込んで

いただきます。 

エ 当社は、ウの申込みがあった場合は、その申込みを当社が承諾

した日を含む料金月の翌料金月の初日から変更後の料金種別によ

る基本使用料を適用します。ただし、業務の遂行上やむを得ない

ときは、この限りでありません。 

（３）総量速度規制

の適用 

ア 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約ごとに、そ

の料金月に行った通信に係るデータ量（当社の機器により測定し

たデータ量（ローミングサービスに係るもの及び通信の相手方に

到達しなかったものを含みます｡）であって、別記 23 に定めるタ

ーボＯＦＦ設定により行われた通信に係るものを除きます。以下

「月間データ利用量」といいます｡）が、（ア）に定める月間デー

タ量と（イ）に定める前料金月の繰越データ量の合算量を超えた

ことを当社が確認した場合は、その確認した日を含む料金月の末

日までの間、その通信の伝送速度を(ウ)に定める規制速度に制限

する取扱い（以下「総量速度規制」といいます｡）を行います。 

（ア）月間データ量 

区分 月間データ量 

①Ａプラン １ＧＢ（Ｖ）、Ａプラン

トーク １ＧＢ（Ｖ）又はＡプラント

ークＶ １ＧＢ（Ｖ） 

１ＧＢ 

②Ａプラン ２ＧＢ（Ｖ）、Ａプラン

トーク ２ＧＢ（Ｖ）又はＡプラント

ークＶ ２ＧＢ（Ｖ） 

２ＧＢ 

③Ａプラン ３ＧＢ（Ｖ）、Ａプラン

トーク ３ＧＢ（Ｖ）又はＡプラント

ークＶ ３ＧＢ（Ｖ） 

３ＧＢ 
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④Ａプラン ４ＧＢ（Ｖ）、Ａプラン

トーク ４ＧＢ（Ｖ）又はＡプラント

ークＶ ４ＧＢ（Ｖ） 

４ＧＢ 

⑤Ａプラン ５ＧＢ（Ｖ）Ａプラント

ーク ５ＧＢ（Ｖ）又はＡプラントー

クＶ ５ＧＢ（Ｖ） 

５ＧＢ 

⑥Ａプラン ６ＧＢ（Ｖ）、Ａプラン

トーク ６ＧＢ（Ｖ）又はＡプラント

ークＶ ６ＧＢ（Ｖ） 

６ＧＢ 

⑦Ａプラン ７ＧＢ（Ｖ）、Ａプラン

トーク ７ＧＢ（Ｖ）又はＡプラント

ークＶ ７ＧＢ（Ｖ） 

７ＧＢ 

⑧Ａプラン ２０ＧＢ（Ｖ）、Ａプラ

ン トーク ２０ＧＢ（Ｖ）又はＡプ

ラン トークＶ ２０ＧＢ（Ｖ） 

２０ＧＢ 

（イ）繰越データ量 

繰越データ量 

各料金月の末日が経過した時点において、当該料金月の月間デ

ータ量（その前料金月の繰越データ量が存する場合は、合算後

のデータ量とします｡）から月間データ利用量を差し引いた量

（その翌料金月の基本使用料の料金種別に係る月間データ量と

同量を上限とし、その計算結果がマイナスとなる場合は０とし

ます｡） 

 

（ウ）規制速度 

基本使用量の料金種別 規制速度 

① ～⑦のもの 最高 200kbit/s 

⑧ のもの 最高１Mbit/s 

（エ） 総量速度規制に関するその他の提供条件については、当社が

別に定めるところによります。 

（４）追加購入デー

タ容量の取扱い 

ア ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、下表に定める

データチャージ料を支払うことにより、その支払った額に応じた

データ量（以下「追加購入データ容量」といいます｡）を購入する

ことができます。この場合、データチャージ料は、１回に購入で

きる追加購入データ容量の最小単位に応じた区分により適用しま

す。 

区分 最小単位 料金額 

税抜額（税込額） 

データチャージ料 100MB 100MB ごとに 200 円（220 円）

イ 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約ごとに、追

加購入データ容量が残存している場合において、別記 23 に定める

ターボＯＮ設定により通信（ローミングサービスに係るものを含

みます。以下このイにおいて同じとします。）が行われたとき
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は、下表に定める追加利用データ量を追加購入データ容量から減

算するものとします。 

追加利用データ量 

別記 23 に定めるターボＯＮ設定により各料金月に行われた通信

（総量速度規制による制限を受けた通信を除きます｡）に係るデ

ータ量のうち、当該料金月の月間データ量と繰越データ量の合

算量を超過した分 

ウ 当社は、別記 23 に定めるターボＯＮ設定により行われる通信に

ついては、契約者回線ごとに、追加購入データ容量が枯渇するま

での間、（３）の規定にかかわらず、総量速度規制による伝送速

度の制限を行いません。 

エ 追加購入データ容量の有効期限は、契約者回線ごとに、最後に

追加した日の翌日から起算して 62 日間が経過した時点とします。 

オ 当社は、いかなる理由であってもデータチャージ料の返金は一

切行いません。 

 

２ 料金額 

 

（１） Ａプラントーク、ＡプラントークＶに係るもの（音声通話プラン） 

１契約者回線ごとに月額 

基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額（税込額） 

Ａプラン トーク １ＧＢ（Ｖ） 1,000 円（1,100 円） 

Ａプラン トーク ２ＧＢ（Ｖ） 1,200 円（1,320 円） 

Ａプラン トーク ３ＧＢ（Ｖ） 1,300 円（1,430 円） 

Ａプラン トーク ４ＧＢ（Ｖ） 1,400 円（1,540 円） 

Ａプラン トーク ５ＧＢ（Ｖ） 1,500 円（1,650 円） 

Ａプラン トーク ６ＧＢ（Ｖ） 1,700 円（1,870 円） 

Ａプラン トーク ７ＧＢ（Ｖ） 1,800 円（1,980 円） 

Ａプラン トーク ２０ＧＢ（Ｖ） 2,480 円（2,728 円） 

 

（１）-２ Ａプラントーク、ＡプラントークＶに係るもの（音声定額プラン） 

１契約者回線ごとに月額 

基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額（税込額） 

Ａプラン トークＶ １ＧＢ（Ｖ） 1,400 円（1,540 円） 

Ａプラン トークＶ ２ＧＢ（Ｖ） 1,600 円（1,760 円） 

Ａプラン トークＶ ３ＧＢ（Ｖ） 1,700 円（1,870 円） 

Ａプラン トークＶ ４ＧＢ（Ｖ） 1,800 円（1,980 円） 

Ａプラン トークＶ ５ＧＢ（Ｖ） 1,900 円（2,090 円） 

Ａプラン トークＶ ６ＧＢ（Ｖ） 2,100 円（2,310 円） 

Ａプラン トークＶ ７ＧＢ（Ｖ） 2,200 円（2,420 円） 

Ａプラン トークＶ ２０ＧＢ（Ｖ） 2,980 円（3,278 円） 
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（２） Ａプランに係るもの（データプラン） 

１契約者回線ごとに月額 

基本使用料の料金種別 料金額 

税抜額（税込額） 

Ａプラン １ＧＢ（Ｖ） 500 円（550 円） 

Ａプラン ２ＧＢ（Ｖ） 600 円（660 円） 

Ａプラン ３ＧＢ（Ｖ） 800 円（880 円） 

Ａプラン ４ＧＢ（Ｖ） 1,000 円（1,100 円） 

Ａプラン ５ＧＢ（Ｖ） 1,100 円（1,210 円） 

Ａプラン ６ＧＢ（Ｖ） 1,300 円（1,430 円） 

Ａプラン ７ＧＢ（Ｖ） 1,500 円（1,650 円） 

Ａプラン ２０ＧＢ（Ｖ） 2,000 円（2,200 円） 

 

 

第２ オプション機能利用料 

 

１ 適用  

オプション機能利用料の適用については、第 39 条（基本使用料及びオプション機能

利用料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。  

オプション機能利用料の適用 

海外ローミング機

能に係るオプショ

ン機能利用料の適

用 

ア 当社は、海外ローミング機能について、２（料金額）に規定す

る国又は地域（その移動無線装置が接続されている外国事業者の

無線基地局設備又は機内携帯通話システムによりその外国事業者

の電気通信サービスが提供される場所をいい、以下「海外利用地

域」といいます｡）及び別表１（オプション機能）８欄に規定する

利用形態に応じて、オプション機能利用料を適用します。 

イ 着信通話利用に係る料金額として、２（料金額）に規定する料金

額は、海外ローミング機能の利用に係るオプション機能使用料の

ほか、特定携帯電話事業者（ＫＤＤＩ株式会社に限ります。）の

電話サービス等契約約款に定める国際ローミング着信自動通話に

係る通話料を含みます。 

 

２ 料金額  

 

（１） （２）以外のもの 

区分 単位 料金額 

税抜額（税込額） 

電話基本パック １契約ごとに月額 400 円（440 円） 

  

（２） 海外ローミング機能に係るもの 

 

ア イ以外のもの 

外国事業者の電気通信サービスに係る１の利用につき利用時間１分までごとに  
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海外利用地域 区分及び料金額 

国内通話利用 国際通話利用 着信通話利用 

日本着信 日本着信以外 

アジア１ 70 円 175 円 265 円 145 円 

アジア２ 75 円 175 円 265 円 155 円 

アジア３ 70 円 175 円 265 円 155 円 

アジア４ 75 円 175 円 265 円 80 円 

アジア５ 70 円 260 円 280 円 155 円 

アジア６ 95 円 280 円 280 円 180 円 

アジア７ 80 円 280 円 280 円 160 円 

アジア８ 70 円 195 円 280 円 80 円 

アジア９ 80 円 280 円 280 円 80 円 

アジア 10 75 円 380 円 380 円 80 円 

アジア 11 80 円 380 円 380 円 140 円 

アジア 12 70 円 180 円 280 円 180 円 

アジア 13 80 円 180 円 280 円 180 円 

アジア 14 80 円 380 円 380 円 180 円 

アジア 15 80 円 300 円 300 円 220 円 

アジア 16 80 円 180 円 280 円 140 円 

アジア 17 80 円 250 円 280 円 140 円 

アジア 18 70 円 260 円 280 円 140 円 

アジア 19 80 円 280 円 280 円 140 円 

アジア 20 80 円 180 円 280 円 110 円 

アジア 21 50 円 125 円 265 円 70 円 

アジア 22 180 円 480 円 480 円 230 円 

オセアニア１ 80 円 180 円 280 円 80 円 

オセアニア２ 120 円 140 円 210 円 165 円 

オセアニア３ 80 円 140 円 210 円 130 円 

オセアニア４ 80 円 280 円 280 円 80 円 

オセアニア５ 480 円 880 円 880 円 560 円 

オセアニア６ 130 円 580 円 580 円 210 円 

オセアニア７ 180 円 380 円 380 円 270 円 

アメリカ１ 120 円 140 円 210 円 165 円 

アメリカ２ 70 円 230 円 280 円 180 円 

アメリカ３ 80 円 380 円 380 円 190 円 

アメリカ４ 120 円 140 円 210 円 165 円 

アメリカ５ 130 円 250 円 280 円 190 円 

アメリカ６ 155 円 250 円 280 円 190 円 

アメリカ７ 80 円 250 円 280 円 100 円 

アメリカ８ 80 円 180 円 280 円 190 円 

アメリカ９ 80 円 280 円 280 円 190 円 

アメリカ 10 155 円 330 円 330 円 190 円 

アメリカ 11 80 円 280 円 280 円 140 円 

アメリカ 12 130 円 330 円 330 円 140 円 
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アメリカ 13 70 円 230 円 280 円 140 円 

アメリカ 14 80 円 180 円 280 円 140 円 

アメリカ 15 130 円 380 円 380 円 270 円 

アメリカ 16 80 円 280 円 280 円 100 円 

アメリカ 17 200 円 500 円 500 円 270 円 

ヨーロッパ１ 80 円 180 円 280 円 110 円 

ヨーロッパ２ 80 円 280 円 280 円 110 円 

ヨーロッパ３ 100 円 250 円 280 円 110 円 

ヨーロッパ４ 100 円 280 円 280 円 140 円 

ヨーロッパ５ 100 円 380 円 380 円 140 円 

ヨーロッパ６ 80 円 280 円 280 円 140 円 

ヨーロッパ７ 80 円 380 円 380 円 110 円 

ヨーロッパ８ 80 円 380 円 380 円 180 円 

ヨーロッパ９ 100 円 450 円 450 円 180 円 

アフリカ１ 80 円 280 円 280 円 160 円 

アフリカ２ 80 円 180 円 280 円 160 円 

アフリカ３ 80 円 380 円 380 円 160 円 

アフリカ４ 80 円 280 円 280 円 180 円 

アフリカ５ 100 円 280 円 280 円 180 円 

アフリカ６ 100 円 380 円 380 円 180 円 

アフリカ７ 130 円 380 円 380 円 160 円 

アフリカ８ 180 円 480 円 480 円 160 円 

アフリカ９ 80 円 480 円 480 円 160 円 

船舶 650 円 650 円 650 円 800 円 

備考 各海外利用地域の区分における海外利用地域については、別表２（海外ローミング

機能の海外利用地域）に定めるところによります。 

 

イ 海外ＳＭＳ利用に係るもの 

料金額 

１送信ごとに 100 円 

 

 

第３ 通話料 

 

１ 適用 

通話料の適用については、第 40 条（通話料の支払義務）及び第 65 条（電話番号案内

接続に係る通話料の支払い義務等）の規定によるほか、次のとおりとします。  

通話料の適用 

（１）無料通話時間

の適用 

ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、音声定額プランの

適用を受けている契約者回線からの通話（ローミングサービスに係

る通話を含み、ＳＭＳ送信、国際通話、ワイドスターサービス（ワ

イドスターⅢ及びワイドスターⅡ（それぞれ株式会社ＮＴＴドコモ

がワイドスターⅢ、ワイドスターⅡの名称で提供する衛星電話サー

ビスをいいます。以下同じとします｡)の電気通信回線への通話及び
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その他当社が別に定める通話を除きます）について、別記 10 の規定

により測定した通話時間がその通話を開始した時点から５分以内の

場合は、２（料金額）の規定にかかわらず、その通話に関する料金

の支払いを要しません。 

（２）国際通話に関

する料金の適用 

国際通話に関する料金については、その通話の相手先に応じて、２

－２に規定する料金額を適用します。 

（３）ＳＭＳ通信に

関する料金の適用 

ＳＭＳ送信に関する料金については、ＳＭＳ送信を通話とみなし、

その送信１回ごとの文字数に応じて２－１－３に規定する料金額を

適用します。  

（４）緊急通報の取

扱い 

電気通信番号規則別表第12 号に規定する緊急通報に関する電気通信

番号を用いた通話については、その料金の支払いを要しません。 

 

２ 料金額 

 

２－１ 通常通話に係るもの 

 

２－１－１ ２－１－２及び２－１－３以外のもの 

ア イ以外のもの 

区分 単位 料金額 

税抜額（税込額） 

通話料 30 秒までごとに 20 円（22 円） 

 

イ ワイドスターサービスの電気通信回線への通話に係るもの 

区分 単位 料金額 

税抜額（税込額） 

通話料 30 秒までごとに 161 円（177.1 円） 

 

２－１－２ 電話番号案内接続に係るもの  

区分 単位 料金額 

税抜額（税込額） 

電話番号案内料 １の電話番号の案内ごとに 200 円（220 円） 

通話料 30 秒までごとに 20 円（22 円） 

 

２－１－３ ＳＭＳ送信に係るもの 

 

（１）（２）以外のもの 

 

ア イ以外の場合 

1 送信ごとに 

区分 単位 料金額 

税抜額（税込額） 

通話料 １文字以上 70 文字以下 3 円（3.3 円） 

71 文字以上 134 文字以下 6 円（6.6 円） 



-43- 

135 文字以上 201 文字以下 9 円（9.9 円） 

202 文字以上 268 文字以下 12 円（13.2 円） 

269 文字以上 335 文字以下 15 円（16.5 円） 

336 文字以上 402 文字以下 18 円（19.8 円） 

403 文字以上 469 文字以下 21 円（23.1 円） 

470 文字以上 536 文字以下 24 円（26.4 円） 

537 文字以上 603 文字以下 27 円（29.7 円） 

604 文字以上 670 文字以下 30 円（33 円） 

 

イ 半角英数字のみ送信した場合 

1 送信ごとに 

区分 単位 料金額 

税抜額（税込額） 

通話料 １文字以上 160 文字以下 3 円（3.3 円） 

161 文字以上 306 文字以下 6 円（6.6 円） 

307 文字以上 459 文字以下 9 円（9.9 円） 

460 文字以上 612 文字以下 12 円（13.2 円） 

613 文字以上 765 文字以下 15 円（16.5 円） 

766 文字以上 918 文字以下 18 円（19.8 円） 

919 文字以上 1071 文字以下 21 円（23.1 円） 

1072 文字以上 1224 文字以下 24 円（26.4 円） 

1225 文字以上 1377 文字以下 27 円（29.7 円） 

1378 文字以上 1530 文字以下 30 円（33 円） 

 

（２）国際ＳＭＳ送信に係るもの  

 

ア イ以外の場合 

1 送信ごとに 

区分 単位 料金額 

通話料 １文字以上 70 文字以下 100 円 

71 文字以上 134 文字以下 200 円 

135 文字以上 201 文字以下 300 円 

202 文字以上 268 文字以下 400 円 

269 文字以上 335 文字以下 500 円 

336 文字以上 402 文字以下 600 円 

403 文字以上 469 文字以下 700 円 

470 文字以上 536 文字以下 800 円 

537 文字以上 603 文字以下 900 円 

604 文字以上 670 文字以下 1,000 円 

 

イ 半角英数字のみ送信した場合 

1 送信ごとに 

区分 単位 料金額 
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通話料 １文字以上 160 文字以下 100 円 

161 文字以上 306 文字以下 200 円 

307 文字以上 459 文字以下 300 円 

460 文字以上 612 文字以下 400 円 

613 文字以上 765 文字以下 500 円 

766 文字以上 918 文字以下 600 円 

919 文字以上 1071 文字以下 700 円 

1072 文字以上 1224 文字以下 800 円 

1225 文字以上 1377 文字以下 900 円 

1378 文字以上 1530 文字以下 1,000 円 

 

 

２－２ 国際通話に係るもの 

 

（１） （２）及び（３）以外のもの 

区分 地域 通話先区分 

料金額 

30 秒までごとに

次の料金額 

通話

料 

アジア マレーシア 79 円 

ブルネイ・ダルサラーム国、マカオ 82 円 

シンガポール共和国 89 円 

フィリピン共和国 94 円 

インドネシア共和国、香港、台湾、大韓民国、タイ

王国、中華人民共和国（香港及びマカオを除きま

す｡)、ベトナム社会主義共和国 

99 円 

ミャンマー連邦共和国 138 円 

アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル

国、イラン・イスラム共和国、インド、オマーン

国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、

サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、スリ

ランカ民主社会主義共和国、朝鮮民主主義人民共和

国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、

バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルデ

ィブ共和国、モンゴル国、ヨルダン・ハシェミット

王国、ラオス人民民主共和国 

149 円 

アフガニスタン・イスラム共和国、イラク共和国、

カンボジア王国、バーレーン国、東ティモール、レ

バノン共和国 

199 円 

オセア

ニア 

グアム、ハワイ 36 円 

ニュージーランド 50 円 

サイパン 69 円 

オーストラリア、マーシャル諸島共和国 99 円 

クリスマス島、ココス・キーリング諸島、サモア独

立国、ツバル、ニュー・カレドニア、ノーフォーク

149 円 
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島、フランス領ポリネシア、米領サモア、ミクロネ

シア連邦 

キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、トケ

ラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、バ

ヌアツ共和国、パラオ共和国、フィジー共和国 

199 円 

パプアニューギニア共和国 249 円 

アフリ

カ 

コモロ連合、セーシェル共和国、ディエゴ・ガルシ

ア、マイヨット島、レユニオン 

85 円 

アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラ

ブ共和国、エスワティニ王国、エチオピア連邦民主

共和国、ガーナ共和国、カメルーン共和国、ケニア

共和国、コートジボワール共和国、ザンビア共和

国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、セネガル

共和国、タンザニア連合共和国、チュニジア共和

国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ペ

ナン共和国、ボツワナ共和国、マラウイ共和国、南

アフリカ共和国、南スーダン共和国、モーリシャス

共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国 

184 円 

アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、エ

リトリア国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、

ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和

国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・

プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブ

チ共和国、赤道ギニア共和国、セントヘレナ島、ソ

マリア共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和

国、トーゴ共和国、ナミビア共和国、ニジェール共

和国、ブルンジ共和国、マダガスカル共和国、マリ

共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リビア、

リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト国 

199 円 

アメリ

カ 

アラスカ 36 円 

アメリカ合衆国（アラスカ及びハワイを除きます｡) 39 円 

カナダ 49 円 

ブラジル連邦共和国 134 円 

アメリカ領ヴァージン諸島、アルゼンチン共和国、

アルバ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東

方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和

国、オランダ領アンティール、オランダ領セントマ

ーチン、ガイアナ共和国、キューバ共和国、グアテ

マラ共和国、グァデルーベ、グレナダ、コスタリカ

共和国、コロンビア共和国、サンピエール島・ミク

ロン島、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナ

ディーン諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、ニカ

ラグア共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハ

マ国、バミューダ諸島、パラグアイ共和国、バルバ

ドス、プエルト・リーコ、フォークランド諸島、フ

149 円 
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ランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベ

リーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュ

ラス共和国、マルティニク、メキシコ合衆国、モン

セラット 

アンギラ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、

ケイマン諸島、スリナム共和国、セントクリストフ

ァー・ネイビス、セントルシア、タークス・カイコ

ス諸島、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ共和国 

199 円 

ヨーロ

ッパ 

デンマーク王国 65 円 

ギリシャ共和国、ノルウェー王国、ベルギー王国 75 円 

アイルランド、アゾールス諸島、ポーランド共和

国、ポルトガル共和国、マディラ諸島 

81 円 

フィンランド共和国 82 円 

オランダ王国、カナリア諸島、スイス連邦、スペイ

ン、スペイン領北アフリカ、ロシア連邦 

109 円 

イタリア共和国、ウクライナ、グレートブリテン及

び北部アイルランド連合王国、スウェーデン王国、

チェコ共和国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、

ハンガリー共和国、フェロー諸島、フランス共和

国、ルーマニア 

119 円 

アゼルバイジャン共和国、ルクセンブルク大公国 124 円 

トルコ共和国 134 円 

アイスランド共和国、アルメニア共和国、アンドラ

公国、ウズベキスタン共和国、オーストリア共和

国、カザフスタン共和国、グリーンランド、クロア

チア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共和国、ジ

ブラルタル、スロバキア共和国、スロベニア共和

国、セルビア共和国、ブルガリア共和国、ベルラー

シ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニ

ア・旧ユーゴスラビア共和国、マルタ共和国、モナ

コ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ共和国、ラ

トビア共和国 

149 円 

アルバニア共和国、エストニア共和国、キルギス共

和国、ジョージア、タジキスタン共和国、トルクメ

ニスタン、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン

公国 

199 円 

 

（２） 特定衛星携帯電話等に係るもの 

区分 料金額 

通話料 
1 分までごとに次の料金額 

 

通話先区分 

特定衛星携帯電話１（スラーヤ） 275 円 

特定衛星携帯電話２（イリジウム） 380 円 

インマルサットサービス（その通話の相手先が 260 円 
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64kbit/s の Audio/Speech モード以外の場合） 

インマルサットサービス（その通話の相手先が 

64kbit/s の Audio/Speech モードの場合） 
840 円 

 

（３） 国際ネットワークに係るもの 

 

区分 通話先区分 
料金額 

30 秒までごとに次の料金額 

通話料 国際ネットワーク１ 119 円 

備考 国際ネットワーク１とは、Orange S.A.が提供する国際ネットワークをいいます。 

 

 

第４ 手続きに関する料金 

 

１ 適用  

手続きに関する料金の適用については、第 41 条（手続きに関する料金の支払義務）

の規定によるほか、次のとおりとします。 

初期契約手数料 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約の申込みをし、その承諾

を受けたときは、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は２

（料金額）に規定する初期契約手数料の支払いを要します 

ＳＩＭカード再発行

手数料 

ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者より、ＳＩＭカードの

交換、紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たなＳＩＭカード

の貸与を請求し、その承諾を受けたときは、ＣＮＡモバイルサービ

ス（Ａプラン）契約者は２（料金額）に規定するＳＩＭカード再発

行手数料の支払いを要します 

 

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

税抜額（税込額） 

初期契約手数料 １回線契約ごとに 3,000 円（3,300 円） 

ＳＩＭカード再発行手数料 ＳＩＭカード１枚ごとに 2,000 円（2,200 円） 

 

第５ ユニバーサルサービス料 

 

１ 適用  

ユニバーサルサービス料の適用については、第 42 条（ユニバーサルサービス料の支

払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

ユニバーサルサービス料の適用 

ユニバーサルサービ

ス料の適用 

ア ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、料金月の末

日において締結されているＣＮＡモバイルサービス（Ａプラ

ン）契約について、２（料金額）に定めるユニバーサルサービ
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ス料の支払いを要します。ただし、その料金月の末日にそのＣ

ＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約の解除があったとき

は、この限りでありません。 

イ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 

 

 ２ 料金額  

区分 単位 料金額 

ユニバーサルサービス料 １電話番号ごとに月額 

ユニバーサルサービス制度

について定めた特定携帯電

話事業者（ＫＤＤＩ株式会

社に限ります。）のホーム

ページに規定する「ユニバ

ーサルサービス料」の額 

（注）ユニバーサルサービス制度について定めた 特定携帯電話事業者（ＫＤＤＩ株式会 

社に限ります｡） のホームページは、次のとおりです。 

https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/universal/ 

 

 

 

 

第６ 電話リレーサービス料 

 

１ 適用  

電話リレーサービス料の適用については、第 43 条（電話リレーサービス料の支払義

務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

電話リレーサービス料の適用 

電話リレーサービス

料の適用 

ア ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、料金月の末

日において締結されているＣＮＡモバイルサービス（Ａプラ

ン）契約について、２（料金額）に定める電話リレーサービス

料の支払いを要します。ただし、その料金月の末日にそのＣＮ

Ａモバイルサービス（Ａプラン）契約の解除があったときは、

この限りでありません。 

イ 電話リレーサービス料については、日割りは行いません。 

 

 ２ 料金額  

区分 単位 料金額 

電話リレーサービス

料 
１電話番号ごとに月額 

電話リレーサービス制度について定めた

特定携帯電話事業者（ＫＤＤＩ株式会社

に限ります｡）のホームページに規定す

る「電話リレーサービス料」の額 

(注) 電話リレーサービス制度について定めた特定携帯電話事業者（ＫＤＤＩ株式会社に

限ります｡）のホームページは、次のとおりです。 

https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/telephonerelay/ 
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第 7 ブロードバンドユニバーサルサービス料  

 

１ 適用  

ブロードバンドユニバーサルサービス料の適用については、第 44 条（ブロードバン

ドユニバーサルサービス料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

ＢＢユニバーサルサービス料の適用 

ブロードバンドユニ

バーサルサービス料

の適用 

ア ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、料金月の末

日において締結されているＣＮＡモバイルサービス（Ａプラ

ン）契約について、２（料金額）に定めるブロードバンドユニ

バーサルサービス料の支払いを要します。ただし、その料金月

の末日にそのＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約の解除

があったときは、この限りでありません。イ ブロードバンド

ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 

 

 ２ 料金額  

区分 単位 料金額 

ブロードバンドユニ

バーサルサービス料 
１電話番号ごとに月額 

ブロードバンドユニバーサルサービス制

度ついて定めた特定携帯電話事業者（Ｋ

ＤＤＩ株式会社に限ります｡）のホーム

ページに規定する「ブロードバンドユニ

バーサルサービス料」の額 

(注) ブロードバンドユニバーサルサービス制度について定めた特定携帯電話事業者（Ｋ

ＤＤＩ株式会社に限ります｡）のホームページは、次のとおりです。 

https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/universal/ 
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第２表 付随サービスに関する料金等 
  

第１  支払証明書等発行手数料 

 

区分 単位 料金額 

税抜額（税込額） 

支払証明書等発行手数料 支払証明書等の発行１回ごとに  200 円（220 円） 

（注）支払証明書等の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代及び郵送

料が必要な場合があります。 

 

第２ 払込取扱票発行等手数料 

 

区分 単位 料金額 

税抜額（税込額） 

払込取扱票発行等手数料 払込取扱票の発行１回ごとに 100 円～（110 円～） 

 

 

第３ ＭＮＰ転出手数料 

区分 単位 料金額 

税抜額（税込額） 

ＭＮＰ転出手数料 １回線契約ごとに ０円 



-51- 

別表１ オプション機能  

種類 提供条件 

（１）電話基本パッ

ク 

当社が提供する留守番伝言機能と三者通話機能と迷惑電話拒否機能

と割込通話機能をセットにしたサービスをいいます。 

備 

考 

１ Ａプラントーク、ＡプラントークＶの契約者回線に限り提供

します。 

２ 本サービスにおける提供条件については、各機能ごとに定め

るところによります。 

（２）留守番伝言機

能（留守番電話サ

ービス） 

以下の機能をいいます。 

ア その契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積又は再生及

びその契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセー

ジの再生をする機能 

イ 本機能を提供するために特定携帯電話事業者 が設置する電気通

信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル（音声その

他音響に係る情報をいいます｡）に変換、蓄積し、データ通信によ

りその契約者回線に送信する機能（以下「蓄積メッセージ送信機

能」といいます｡） 

備 

考 

１ Ａプラントーク、ＡプラントークＶの契約者回線であって、

電話基本パックの提供を受けているものに限り提供します。 

２ 蓄積メッセージ送信機能は、当社が別に定める移動無線装置

を利用している契約者回線に限り提供します。 

３ 本機能を利用している移動無線装置への通話については、そ

の通話をその通話の発信元から留守番伝言機能を利用している

移動無線装置への通話とみなして取り扱います。この場合、電

波が伝わりにくい等のため、その移動無線装置が在圏する地域

を確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏

するものとみなして取り扱います。 

４ 蓄積又は登録したメッセージ若しくは音声ファイルは、当社

が別に定める時間経過後、消去します。 

５ 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージ若しくは

音声ファイルの破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報

等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の

責任を負わないものとします。 

６ 蓄積又は登録できるメッセージ若しくは音声ファイルの数、

その他提供条件については当社が別に定めるところによりま

す。 

（３）三者通話機能

（三者通話サービ

ス） 

通話中に端末設備の操作を行うことにより、その通話中の相手以外

の契約者回線等との間で新たな通話を開始して、同時に三者間で

通話ができるようにする機能をいいます。 

備 

考 

 

 

１ Ａプラントーク、ＡプラントークＶの契約者回線であって、

電話基本パックの提供を受けているものに限り提供します。 

２ 本機能を利用して行う新たな通話については、その契約者回

線に接続されている移動無線装置が現に通話中の通話を開始し

た地域に在圏するものとみなして取り扱います。 
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３ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め

るところによります。 

（４）迷惑電話拒否

機能（迷惑電話撃

退サービス） 

その契約者回線に着信した通話（当社が別に定めるものに限りま

す｡）について、その発信者の契約者回線の電話番号を当社が別に定

める方法により登録し、その電話番号からの以後の着信に対してお

ことわりする旨の案内により自動的に応答する機能をいいます。 

備 

考 

１ Ａプラントーク、ＡプラントークＶの契約者回線であって、

電話基本パックの提供を受けているものに限り提供します。 

２ 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわ

りする旨の案内により自動的に応答する通話について着信した

時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 

３ 本機能により応答する通話に関する料金については、第 40

条（通話料の支払義務）及び第 48 条（相互接続通信の料金の

取扱い）に規定する支払いを要する者が、支払っていただきま

す。 

４ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があると

きは、現に登録中の電話番号を消去することがあります。 

５ 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわ

りする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責

任を負いません。 

６ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め

るところによります。 

（５）ボイスメール

機能（ボイスメー

ル） 

契約者回線等から送信されたメッセージの蓄積及び再生を行う機能

をいいます。 

備 

考 

１ Ａプラントーク、ＡプラントークＶの契約者回線（当社が別

に定める移動無線装置を利用しているものに限ります｡）であ

って、留守番伝言機能の提供を受けているものに限り提供しま

す。 

２ 蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間経過後、消去

します。 

３ 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージの破損若

しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害につ

いては、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものと

します。 

４ 蓄積できるメッセージの数、その他提供条件については当社

が別に定めるところによります。 

（６）割込通話機能

（割込通話サービ

ス） 

通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備

の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に

応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるよ

うにする機能をいいます。 

備 

考 

１ Ａプラントーク、ＡプラントークＶの契約者回線（当社が別

に定める移動無線装置を利用しているものに限ります｡）に限

り提供します。 

２ 三者通話機能を利用しているときは、本機能を利用すること
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ができません。 

３ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め

るところによります。 

（７） ＳＭＳ機能

（ＳＭＳ） 

ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の電話番号を使用して、文字

メッセージの受信または送信（当社が別に定める電気通信設備に蓄

積する場合を含みます｡）を行うことができる機能をいいます。 

備 

考 

１ ＳＭＳの受信又は送信（当社が別に定める電気通信設備との

間の受信又は送信に限ります｡）については、データ通信によ

り行います。ただし、当社が別に定める場合は、この限りであ

りません。 

２ その日においてＳＭＳの送信の回数が、200 回を超えたこと

を当社が確認した場合、それ以降その日においてその契約者回

線からＳＭＳ送信（特定事業者が提供するローミングに係るも

のを含みます。以下この１から４までにおいて同じとします｡)

を行うことはできません。 

３ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の電話番号の変更があ

った場合、その日における変更前の電話番号に係る契約者回線

からのＳＭＳ送信の回数は、変更後の電話番号に係る契約者回

線からのＳＭＳ送信の回数に含みません。 

４ ２に定める回数を超えてＳＭＳ送信が行われた場合であって

も、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、その料金

の支払いを要します。 

５ 他社相互接続点（特定携帯電話事業者と携帯電話事業者以外

の電気通信事業者との相互接続に係るものに限ります。以下こ

の欄において同じとします｡）との間で受信又は送信されるＳ

ＭＳ又は国際ＳＭＳ（外国の電気通信事業者が提供する電気通

信サービスに係る電気通信回線との間の文字メッセージをいい

ます。以下同じとします｡）については、その携帯電話事業者

以外の電気通信事業者が定めるところに従ってその形式を変換

する場合があります。 

６ 本機能を利用して受信又は送信されるＳＭＳについては、そ

のＳＭＳ長又はその契約者回線に接続している移動無線装置の

種類に応じて、分割して受信又は送信されることがあります。 

７ ６に定める場合において、そのＳＭＳの受信又は送信は、１

の受信又は送信として取り扱います。ただし、当社が別に定め

る移動無線装置を利用したＳＭＳの受信又は送信は、分割後の

ＳＭＳ数の受信又は送信として取り扱います。 

８ 他社相互接続点へのＳＭＳ送信については、その協定事業者

の定めるところにより行えない場合があります。 

９ 国際ＳＭＳ送信（国際ＳＭＳの送信をいいます。以下同じと

します｡）の取扱いに関しては、外国の法令、外国の事業者が

定める契約約款等により制限されることがあります。 

10 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、当社が別に

定める方法により、次のＳＭＳの受信を行わないようにするこ
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とができます。 

ア 他社相互接続点からのＳＭＳ 

イ 国際ＳＭＳ 

11 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、その契約者

回線の電話番号を通知しない場合、本機能を利用してＳＭＳを

送信することはできません。 

12 蓄積したＳＭＳは、当社が別に定める時間経過後、消去しま

す。 

13 当社は、この機能を利用する利用者（利用者登録が行われて

いるときは、登録利用者とします。以下、16 までにおいて同

じとします｡ ）から、ＳＭＳの受信時に当社が必要とする範囲

で そのＳＭＳの送信元及び内容を確認し、フィッシング等の

詐欺犯罪、マルウェア、ドラッグ、出会い系又はアダルトその

他 利用者に危険を及ぼす恐れがあると当社が判定したＳＭＳ

の受信を行わないようにする取扱い（以下「迷惑ＳＭＳブロッ

ク」といいます｡ ）を利用する意思表示があったものとみなし

て取り扱います。 

14 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者 は、当社が別

に定める方法により、その契約者回線について、迷惑ＳＭＳブ

ロックの利用を取りやめる意思表示又は利用を取りやめた迷惑

ＳＭＳブロックについて再度の利用を行う意思表示をすること

ができます。 

15 当社は、迷惑ＳＭＳブロックの利用によりＳＭＳを受信し又

は受信しなかったことにより生じた結果及びこれに係る被害又

は損害について、責任を負わないものとします。 

16 当社は、利用者に対して、迷惑ＳＭＳブロックの安全性、正

確性、確実性、有用性 のほか、利用者の利用目的や要求に対

する適合性等について何ら保証するものではありません。 

17 前２号の規定は、当社の故意又は重大な過失によって生じた

当社の責任に対しては適用されないものとします。 

18 本機能（迷惑ＳＭＳブロック に係るものを含みます。）に

おいて、その他提供条件については当社が別に定めるところに

よります。 

（８）海外ローミン

グ機能 

ア 外国事業者（当社が別に定める者に限ります｡）の電気通信設備

から送信された契約者確認信号（外国事業者の電気通信設備にお

いてＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者の移動無線装置

を確認した信号をいいます。以下同じとします｡）を認識すること

により、その外国事業者の電気通信サービスの提供を受けること

ができるようにする機能をいいます。 

イ 本機能を利用して行う通信には、次の利用形態があります。 

利用形態 内容 

国内通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより発信し

たものであって、国際通話利用以外のもの 
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国際通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより当社が

別に定める番号を付加して発信したもの 

着信通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより着信し

たもの 

海外ＳＭＳ利

用 

外国事業者の電気通信サービスによりＳＭＳ

機能を利用したもの 
 

備 

考 

１ 海外ＳＭＳ利用を除く全ての利用形態において、Ａプラント

ーク、ＡプラントークＶの契約者回線に限り提供します。 

２ １の規定によるほか、本機能は、その契約者回線が、特定携

帯電話事業者（ＫＤＤＩ株式会社に限ります｡）の電話サービ

ス等契約約款に規定する国際ローミング着信自動通話（以下こ

の８欄において「着信自動通話」といいます｡）を利用できる

ときに限り提供します。 

３ 当社は、移動無線装置への通話があった場合において、契約

者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏する

ものと認識したときは、着信自動通話を利用して、その通話を

外国事業者の電気通信設備へ転送します。 

４ 着信自動通話に関する料金については、その着信のあった契

約者回線に係るＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者が

支払っていただきます。 

５ 当社は、移動無線装置へのＳＭＳ送信又は番号変換文字メッ

セージ機能を利用して行われる文字メッセージの送信があった

場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外

利用地域に在圏するものと認識したときは、３の規定に準じて

取り扱います。この場合、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラ

ン）契約者は、３に準じて転送されたＳＭＳ送信又は文字メッ

セージの送信に係る着信自動通話に相当する通話については、

その料金の支払いを要しません。 

６ 当社は、本機能に係るオプション機能利用料については、料

金月によらず当社が定める期間に従い、外国事業者の電気通信

サービスに係る利用時間又は海外ＳＭＳ利用に係る文字メッセ

ージの送信回数に基づき計算します。この場合、その利用時

間、送信回数は次のとおり取り扱います。 

ア 国内通話利用又は国際通話利用に係る利用時間は、外国事

業者の機器により測定します。 

イ 着信通話利用に係る利用時間は、特定携帯電話事業者の機

器により測定します。 

ウ 海外ＳＭＳ利用に係る文字メッセージの送信回数は、特定

携帯電話事業者の機器により測定します。 

７ それぞれの海外利用地域において実際に通信を行うことがで

きる場所、本機能を利用して提供を受けられる利用形態（その

利用形態において利用する機能の一部の提供を受けられない場

合を含みます｡）その他外国事業者の電気通信サービスの内容

については、その契約者回線に接続された移動無線装置又はそ
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の外国事業者が定めるところによります。 

８ 本機能を利用して行う通信に係る料金その他の債務の請求に

ついては、外国事業者の事情により、利用のあった翌々料金月

以降となる場合があります。 

９ 当社は、本機能の利用に関して、当社の責めによらない理由

により生じた損害については、一切の責任を負わないものとし

ます。 

10 当社は、特定携帯電話事業者の締結する国際ローミング協定

その他外国の法令等により、本機能の利用を制限することがあ

ります。 

11 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め

るところによります。 

（９）ブロードキャ

スト文字メッセー

ジ受信機能 

端末設備の操作等により、当社がブロードキャスト文字メッセージ

送信設備（この機能を提供するために特定携帯電話事業者（ＫＤＤ

Ｉ株式会社に限ります。）が設置する電気通信設備であって、同時

に複数の契約者回線に対し文字メッセージを送信するためのものを

いいます｡）を用いて送信する文字メッセージを受信することができ

る機能をいいます。 

備 

考 

１ 当社が別に定める移動無線装置を利用しているＣＮＡモバイ

ルサービス（Ａプラン）契約者回線に限り提供します。 

２ 契約者は、当社がこの機能に係る情報を送信する時間帯にお

いて、その移動無線装置が在圏する場所における電波の伝播条

件、その端末設備の状態等により、その情報の受信が完了しな

いことがあることに同意していただきます。 

３ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に

定めるところによります。 
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別表２ 海外ローミング機能の海外利用地域 

海外利用地域の区分 海外利用地域 

アジア１ 中華人民共和国（香港及びマカオを含みます）、台湾 

アジア２ シンガポール共和国、フィリピン共和国 

アジア３ タイ王国 

アジア４ マレーシア 

アジア５ インドネシア共和国 

アジア６ 東ティモール、ブータン王国 

アジア７ ブルネイ・ダルサラーム国 

アジア８ ベトナム社会主義共和国 

アジア９ ラオス人民共和国 

アジア 10 カンボジア王国 

アジア 11 モンゴル国 

アジア 12 インド、バングラデシュ人民共和国 

アジア 13 ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国 

アジア 14 スリランカ民主社会主義共和国、モルディブ共和国、クウェート国 

アジア 15 アフガニスタン・イスラム国 

アジア 16 アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イラン・イスラム共和国、オ

マーン国、カタール国、サウジアラビア王国、バーレーン王国 

アジア 17 シリア・アラブ共和国、ヨルダン･ハシェミット王国、レバノン共

和国 

アジア 18 イスラエル国、パレスチナ自治政府 

アジア 19 イラク共和国 

アジア 20 キプロス共和国 

アジア 21 大韓民国 

アジア 22 ミャンマー連邦共和国 

オセアニア１ オーストラリア、クリスマス島、ニュージーランド、フィジー諸島

共和国、フランス領ポリネシア、ナウル共和国、キリバス共和国 

オセアニア２ サモア独立国、ハワイ 

オセアニア３ グアム、サイパン 

オセアニア４ ニュー・カレドニア 

オセアニア５ パラオ共和国 

オセアニア６ トンガ王国、パプアニューギニア独立国、バヌアツ共和国、クック

諸島、ソロモン諸島 

オセアニア７ ミクロネシア連邦 

アメリカ１ アメリカ合衆国（ハワイを除きます）、カナダ 

アメリカ２ メキシコ合衆国 

アメリカ３ キューバ共和国 

アメリカ４ アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領セント

マーチン、キュラソー島、グレナダ、ケイマン諸島、サバ島及びシ

ント・ユースタティウス島、ジャマイカ、セントクリストファー・

ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシ

ア、タークス諸島・カイコス諸島、ドミニカ国、ドミニカ共和国、

ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバ
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ドス、プエルト・リーコ、ボナイル島、ホンジュラス共和国、アメ

リカ領ヴァージン諸島、グレートブリテン領ヴァージン諸島、グア

ドループ、フランス領ギアナ、マルティニク 

アメリカ５ エルサルバドル共和国、ベリーズ 

アメリカ６ ニカラグア共和国 

アメリカ７ トリニダード・トバゴ共和国 

アメリカ８ アルゼンチン共和国 

アメリカ９ コロンビア共和国 

アメリカ 10 スリナム共和国 

アメリカ 11 チリ共和国、パラグアイ共和国、ブラジル連邦共和国、ボリビア共

和国 

アメリカ 12 ガイアナ協同共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国 

アメリカ 13 ペルー共和国 

アメリカ 14 ウルグアイ東方共和国、コスタリカ共和国 

アメリカ 15 エクアドル共和国、グアテマラ共和国 

アメリカ 16 モンセラット 

アメリカ 17 フォークランド諸島 

ヨーロッパ１ グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、オランダ王国、

スイス連邦、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国、リヒテ

ンシュタイン公国、ルクセンブルグ大公国、ドイツ連邦共和国、ア

イスランド共和国、オーストリア共和国、ギリシャ共和国、グリー

ンランド、スウェーデン王国、デンマーク王国、トルコ共和国、ノ

ルウェー王国、フェロー諸島、フィンランド共和国、スペイン、カ

ナリア諸島、スペイン領北アフリカ、スロバキア共和国、ハンガリ

ー共和国 

ヨーロッパ２ アイルランド、アゾールス諸島、イタリア共和国、サンマリノ共和

国、スロベニア共和国、チェコ共和国、バチカン市国、ブルガリア

共和国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、モ

ルドバ共和国、ラトビア共和国、コソボ共和国 

ヨーロッパ３ アンドラ公国 

ヨーロッパ４ ジブラルタル 

ヨーロッパ５ モンテネグロ共和国 

ヨーロッパ６ マケドニア 

ヨーロッパ７ アルバニア共和国、エストニア共和国、クロアチア共和国、セルビ

ア共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マルタ共和国、リトアニア

共和国、アゼルバイジャン共和国、カザフスタン共和国、タジキス

タン共和国、ベラルーシ共和国、ロシア連邦、ルーマニア 

ヨーロッパ８ ウクライナ、ウズベキスタン共和国、キルギス共和国 

ヨーロッパ９ アルメニア共和国、ジョージア、トルクメニスタン 

アフリカ１ アルジェリア民主人民共和国、エジプト・アラブ共和国、セネガル

共和国、トーゴ共和国、ナミビア共和国、マイヨット島、マダガス

カル共和国、モロッコ王国、ルワンダ共和国、レユニオン 

アフリカ２ ガーナ共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、南ア

フリカ共和国、レソト王国 
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アフリカ３ エチオピア連邦民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザ

ンビア共和国、ジブチ共和国、ケニア共和国、セーシェル共和国 

アフリカ４ タンザニア連合共和国 

アフリカ５ ウガンダ共和国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビ

ア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共

和国、シエラレオネ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、

エスワティニ王国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ベナン共

和国、ボツワナ共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャ

ス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、

中央アフリカ共和国、赤道ギニア共和国、南スーダン共和国、リビ

ア 

アフリカ６ ガボン共和国、ブルキナファソ 

アフリカ７ アンゴラ共和国、ギニア共和国、ソマリア連邦共和国、リベリア共

和国 

アフリカ８ ギニアビサウ共和国、チャド共和国 

アフリカ９ コモロ連合 

船舶 Maritime Communications Partner AS 、Monaco Telecom 、Telecom 

Italia 又は Wireless Maritime Service の船舶内携帯通話システ

ムにより電気通信サービスが提供される地域 
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別記 

 

１ サービス区域 

ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）は、特定ＭＮＯ事業者が定める区域において利用

することができるものとします。  

 

２ 付随サービスの提供 

 

（１）時報サービス 

ア 当社は、次により時報サービスを提供します。 

区別 内容 電話番号 

時報サービス 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサー

ビス 

１１７ 

イ 時報サービスは、1 の通話について、時報を聞くことができる状態にした時刻か

ら起算し、６分経過後 12 分までの間において、その通話を打ち切ります。 

 

（２）情報提供サービス 

ア 当社は、次により情報提供サービスを提供します。 

区別 内容 

情報提供サービス ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）（Ａプラントーク、

ＡプラントークＶに限ります｡）を利用することにより、

あらかじめ作成された情報の提供を受けることができるサ

ービス 

イ 情報提供サービスで提供される情報は、特定携帯電話事業者が別に定める者によ

り作成されます。 

ウ 当社は、作成された情報ごとに、その内容、電話番号及びサービス選択番号を定

めます。 

エ 情報提供サービスは、契約者回線からの通話に限り提供します。 

オ 情報提供サービスを利用することができる時間帯については、当社が別に定める

ところにより、制限されることがあります。 

カ 情報提供サービスは、１の通話について情報を聞くことができる状態にした時刻

から起算し、当社が別に定める時間を経過した場合において、その通話を打ち切る

場合があります。 

キ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、情報提供サービスを利用した通

話について、別記 10（通話時間等の測定等）の規定により測定した通話時間と料金

表第１表第３（通話料）の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。 

ク 当社は、情報提供サービスで提供される情報の内容等に基づいて発生した損害に

ついては、責任を負いません。  

 

（３）短縮ダイヤル接続  

当社は、当社が別に定める契約者回線等へ着信する通話については、当社が別に定

めるところにより、短縮ダイヤル番号（当社が付与した短桁の接続番号をいいます｡）

により接続します。 
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（４）ＭＮＰ又は番号移行の取扱い 

ア 第 13 条（電話番号）第１項により当社が定める電話番号について、ＭＮＰ又は番

号移行を希望する者は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約（Ａプラントー

ク、ＡプラントークＶに限ります。以下この（４）において同じとします｡）の申込

みをする際、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。この場合に

おいて、その申出を行うことができる者は、携帯電話事業者又はＰＨＳ事業者との

間でその電話番号に係る契約を締結していた者と同一の者（当社が別に定める基準

に適合する者を含みます｡）に限ります。 

イ 当社は、第 13 条（電話番号）第２項に規定する場合のほか、アの規定に基づきＣ

ＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者 が申し出た内容について事実と異なるも

のであると判断した場合、その電話番号を変更することがあります。 

ウ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者がそのＣＮＡモバイルサービス（Ａ

プラン）契約を解除しようとする場合であって、その利用者がＭＮＰ又は番号移行

を希望するときは、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約の解除に先立って、

当社が別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。ただし、ＣＮＡモバ

イルサービス（Ａプラン）契約者がその契約に係る料金その他の債務の支払いを現

に怠り、又は怠るおそれがある場合には、この申出を承諾しません。 

エ 当社は、ウの規定に基づきＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者から申出

があったときは、ＭＮＰ又は番号移行に係る手続きに必要となる番号（以下「ＭＮ

Ｐ予約番号」といいます。）を発行します。 

オ 当社が発行するＭＮＰ予約番号は、その発行日から起算して 15 日間が経過した時

に無効となります。 

カ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、ＭＮＰ予約番号を善良な管理者

の注意をもって管理していただきます。 

キ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、ウの申出を行う場合、料金表第

２表（付随サービスに関する料金等）に規定するＭＮＰ転出手数料の支払いを要し

ます。 

ク ＭＮＰを希望する者は、当社がＭＮＰに係る手続きを行うにあたり、その者から

の申出の可否を判断するために、そのＭＮＰに関わる携帯電話事業者又はＰＨＳ事

業者との間で、その電話番号に係る契約の契約者の氏名、住所、生年月日、ＭＮＰ

予約番号その他その手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾

していただきます。  

 

（５）協定事業者が提供する特定信書便サービスの利用等 

ア ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプ

ラン）（Ａプラントーク、ＡプラントークＶに限ります｡）の契約者回線から、通常

通話を行って、特定携帯電話事業者が別に定める協定事業者の契約約款等の規定に

基づく特定信書便サービスを利用した場合（特定信書便サービスの利用に係る料金

等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。）にそ

の利用者に生じた特定信書便サービスに係る債権（特定信書便サービスを利用する

ために行った相互接続通信の料金に係るものを含みます。）を、当社がその協定事
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業者から譲り受け、その債権をＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者へ譲渡

するものとします。 

イ アの場合において、当社は、協定事業者から個別の通知又は譲渡承諾の請求を省

略することについて、あらかじめそのＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者

から承諾を得なければならないものとします。 

ウ アの規定により協定事業者から譲り受けた債権については、第 46 条（割増金）、

第 47 条（延滞利息）及び料金表通則の規定に準じて取り扱います。 

 

（６）通話履歴サービス 

ア 当社は、通話履歴サービス（ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）に係るモバイル

通信サービス及びローミングサービスの通話履歴を、当社が別に定める期間、当社が

別に定める方法により閲覧することができるものをいいます。以下この（６）におい

て「本サービス」といいます｡）を提供します。 

イ 本サービスに関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 

 

（７）払込取扱票の発行等 

ア 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）に係る料金その他の債務について

支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社が指定する金融機関等における

料金等の支払いに必要な取扱い、その支払いに係る払込取扱票の発行及びその他必

要な取り扱いを行います。 

イ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、アの規定に該当することとなっ

たときは、料金表第３表（付随サービスに関する料金等）に規定する払込取扱票発

行等手数料の支払いを要します。 

 

（８）支払証明書等の発行 

ア 当社は、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者から請求があったときは、

そのＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約に係る支払証明書等（その契約者に

係る料金等の支払証明書その他これらに類する証明書をいいます。以下同じとしま

す｡）を発行します。 

イ ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、当社が支払証明書等を発行した

ときは、当社が別に定めるところにより、料金表第２表（付随サービスに関する料

金等）に規定する支払証明書等発行手数料等の支払いを要します。 

 

（９）緊急地震速報サービス 

ア 当社は、次により緊急地震速報サービスを提供します。 

区別 内容 

緊急地震速報サー 

ビス 

特定携帯電話事業者が気象庁の提供する緊急地震速報（気

象業務法施行令（昭和 27 年政令第 471 号）第４条に定め

る地震動警報をいいます｡）を受けて作成する情報（以下

「緊急地震速報情報」といいます｡）を、気象庁が緊急地震

速報の対象として指定する区域（通信を行うことができる

区域に限ります。以下「緊急地震速報配信区域」といいま
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す｡）に在圏する移動無線装置が接続された契約者回線に配

信するサービス 

イ 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 

ウ 契約者は、以下の各号について承諾していただきます。 

（ア）緊急地震速報情報の配信は、地震の到達に間に合わない場合があります。 

（イ）緊急地震速報配信区域に移動無線装置が在圏する場合であっても、電波の伝播 

状況、端末設備の電源、設定等の状況等により、緊急地震速報情報を受信できな 

い場合があります。 

（ウ）緊急地震速報配信区域以外の場所に移動無線装置が在圏する場合であっても、 

特定携帯電話事業者の設備状況又は電波の伝播状況等により、緊急地震速報情報 

が配信される場 

合があります。 

（エ）その他、当社は、気象庁の緊急地震速報に基づき作成した情報の内容等に基づ 

いて発生した損害については、責任を負いません。 

エ 当社は、第 14 条（ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の利用の一時中断）又は

第 28 条（利用停止）の規定にかかわらず、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）

の利用の一時中断又はＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の利用の停止があった

契約者回線に対し緊急地震速報サービスを提供します。 

オ 緊急地震速報情報は、別表１（オプション機能）に規定するブロードキャスト文

字メッセージ受信機能により受信できます。 

カ 契約者は、緊急地震速報サービスに係る情報及びオプション機能の利用について、

料金の支払いを要しません。 

キ 緊急地震速報情報の受信方法その他の提供条件については、当社が別に定めると

ころによります。 

 

 

（10）津波警報サービス 

ア 当社は、次により津波警報サービスを提供します。 

区分 内容 

津波警報サービス 特定携帯電話事業者が気象庁の提供する津波警報

（気象業務法施行令（昭和 27 年政令第 471 号）第４

条に定める津波警報をいいます｡）を受けて作成する

情報（以下「津波警報情報」といいます｡）を、気象

庁が津波警報の対象として指定する区域（通信を行

うことができる区域に限ります。以下「津波警報配

信区域」といいます｡）に在圏する移動無線装置が接

続された契約者回線に配信するサービス 

イ 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 

ウ 契約者は、以下の各号について承諾していただきます。 

（ア）津波警報情報の配信は、津波の到達に間に合わない場合があります。 

（イ）津波警報配信区域に移動無線装置が在圏する場合であっても、電波の伝播状況、

端末設備の電源、設定等の状況等により、津波警報情報を受信できない場合があり

ます。 
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（ウ）津波警報配信区域以外の場所に移動無線装置が在圏する場合であっても、特定

携帯電話事業者の設備状況又は電波の伝播状況等により、津波警報情報が配信され

る場合があります。 

（エ）その他、当社は、気象庁の津波警報に基づき作成した情報の内容等に基づいて

発生した損害については、責任を負いません。 

エ 当社は、第 14 条（ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の利用の一時中断）又

は第 28 条（利用停止）の規定にかかわらず、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）

の利用の一時中断又はＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の利用の停止があった

契約者回線に対し津波警報サービスを提供します。 

オ 津波警報情報は、別表１（オプション機能）に規定するブロードキャスト文字メ

ッセージ受信機能により受信できます。 

カ 契約者は、津波警報サービスに係る情報及びオプション機能の利用について、料

金の支払いを要しません。 

キ 津波警報情報の受信方法その他の提供条件については、当社が別に定めるところ

によります。 

 

３ 端末設備に異常がある場合などの検査 

（１）当社又は特定ＭＮＯ事業者は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある

場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるとき

は、契約者に、その端末設備の接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を受け

ることを求めることがあります。この場合、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契

約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第２項で定める場合を除

き、検査を受けることを承諾していただきます。 

（２）当社又は特定ＭＮＯ事業者の係員は、（１）の検査を行う場合、所定の証明書を提

示します。 

（３）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、（１）の検査を行った結果、端末

設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設

備の接続を取りやめていただきます。 

 

４ 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査 

契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービ

スの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記３の規定に準じて取り扱います。 

 

５ 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等 

技術基準及び技術的条件 

端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令第 31号） 

 

６ 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い 

（１）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、契約者回線に接続されている端末

設備（移動無線装置に限ります。以下この別記６において同じとします｡）について、

電波法（昭和 25 年法律第 131 号）の規定に基づき、当社又は特定ＭＮＯ事業者が、総

務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止し

て、無線設備規則に適合するよう修理などを行っていただきます。 
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（２）当社又は特定ＭＮＯ事業者は、（１）の修理などが完了したときは、電波法の規定

に基づく検査などを受けるものとし、ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、

正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。 

（３）契約者は、（２）の検査などの結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認

められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。 

 

７ 端末設備の電波法に基づく検査 

別記６に規定する検査のほか、端末設備（移動無線装置に限ります｡）の電波法に基づく

検査を受ける場合の取扱いについては、別記６の（２）及び（３）の規定に準ずるものと

します。 

 

８ 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い 

自営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡）について、臨時に電波発射の停止命令が

あった場合の取扱いについては、別記６の規定に準ずるものとします。 

 

９ 自営電気通信設備の電波法に基づく検査 

自営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡）の電波法に基づく検査を受ける場合の取

扱いについては、別記７の規定に準ずるものとします。 

 

10 通話時間等の測定 

（１）（２）以外の通話に係る通話時間は、以下のとおり測定します。 

ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算

し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通

話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、特定携帯電話事業者の機器によ

り測定します。ただし、電話番号案内接続に係る通話に係る通話時間については、

電話番号案内事業者の機器により測定します。 

イ 次の時間は、アの通話時間には含みません。 

（ア）回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話の

途中に一時通話ができなかった時間 

（イ）回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話を

打ち切ったときは、その通話に適用される料金表第１表第３（通話料）に規定

する秒数に満たない端数の通話時間 

（２）ＳＭＳ機能を利用した文字メッセージの送信の回数は、特定携帯電話事業者の電気

通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者の契約者回線からＳＭＳ機

能を利用した文字メッセージの送信を示す情報を受信した回数とし、特定携帯電話事

業者の機器により測定します。  

 

11 データ通信量の測定 

ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者が使用したデータ通信量は、特定携帯電話

事業者の機器により測定します。 

 

12 特定携帯電話事業者の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合の 

取扱い 



-66- 

（１）特定携帯電話事業者の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合

は、次のとおり取り扱います。 

ア イ以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した

１日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日

数を乗じて得た額 

イ 過去１年間の実

績を把握すること

ができる場合 

機器の故障などにより正しく通話料が算定することができなかっ

た日の初日（初日が確定できないときにあっては、種々の事情を

総合的に判断して機器の故障があったと認められる日）を含む料

金月の前 12 料金月の各料金月における１日平均の通話料が最低と

なる値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 

（２）（１）の場合において特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参

酌するものとします。  

 

13 ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の利用における禁止行為 

（１）当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支障を与える行

為又は与えるおそれがある行為 

（２）無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しく

は嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為 

（３）他人になりすまして各種サービスを利用する行為 

（４）他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するお

それがある行為 

（５）他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為 

（６）他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 

（７）猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等

を送信、記載又は掲載する行為 

（８）無限連鎖講（ネズミ講）若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する

行為 

（９）連鎖販売取引（マルチ商法）に関して訪問販売法に違反する行為 

（10）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）により利用しうる情報を改ざんし、又は消去

する行為 

（11）ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為 

（12）犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為 

（13）（１）から（12）のほか、法令又は慣習に違反する行為 

（14）売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為 

（15）当社サービスの運営を妨げる行為 

（16）上記（15）までの禁止行為に該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為 

 

14 端末設備の接続 

（１）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、その契約者回線に、又はその契約

者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備（ＣＮＡモバイルサービス

（Ａプラン）の契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 14

において同じとします｡）を接続するときは、当社所定の方法によりその接続の請求を

していただきます。 
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（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

ア その接続が別記５の技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。 

（３）当社は、（２）の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が（２）ア

の技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 

ア 事業法第 53 条第１項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続すると

き。 

イ 事業法施行規則第 32 条第１項で定める場合に該当するとき。 

（４）当社の係員は、（３）の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。 

（５）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者が、その端末設備を変更したときにつ

いても、（１）から（４）までの規定に準じて取り扱います。 

（６）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、その契約者回線への端末設備の接

続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。  

 

15 自営電気通信設備の接続 

（１）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、その契約者回線に、又はその契約

者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備（移動無線装置に

あっては、契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 15 にお

いて同じとします｡）を接続するときは、当社所定の方法により、その接続の請求をし

ていただきます。 

（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

ア その接続が別記５の技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続により特定携帯電話事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難とな

ることについて、総務大臣の認定を受けたとき。 

（３）当社は、（２）の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第１項で定める

場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行い

ます。 

（４）当社の係員は、（３）の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。 

（５）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者が、その自営電気通信設備を変更した

ときについても、（１）から（４）までの規定に準じて取り扱います。 

（６）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、その契約者回線への自営電気通信

設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。 

 

16 当社等の維持責任 

当社は、特定携帯電話事業者の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和

60 年郵政省令第 30 号）に適合するように維持します。  

 

17 検査等のための端末設備の持込み 

ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）契約者は、次の場合には、その端末設備（移動無

線装置に限ります｡）又は自営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡）を、当社が指定

した期日にサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。 

（１）別記３又は 14の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。 

（２）電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。  
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18 相互接続通信の料金の取扱い 

別記 19 に規定する接続形態により行われる相互接続通信の料金は、その通信と他網相互

接続通信とを合わせて別記 19 に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定める

ものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記 19 に定めるところ

によります。  

ただし、特定携帯電話事業者又は協定事業者のオプション機能等に関する通信及び協定

事業者が提供する電報サービスの利用に係る通信について、この約款又は協定事業者の契

約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 

19 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い  

（１）相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの 

接続形態 料金の取扱い等 

１ 発信 

：当社の契約者回線 

着信 

：携帯電話事業者に係る電気通信設

備（国内衛星携帯電話サービスに係

る電気通信設備を含みます。） 

料金設定事業者 

：当社 

料金請求事業者 

：当社 

料金の支払いを要する者 

：その通話の発信に係る契約者回線の契約

者 

料金に関するその他の取扱い 

：この約款に定めるところによります。 

２ 発信 

：当社の契約者回線 

着信 

：加入電話事業者（他網公衆電話及

びＩＰ電話事業者を含みます。以

下この別記 19 において同じとしま

す｡）に係る電気通信設備 

料金設定事業者 

：当社 

料金請求事業者 

：当社 

料金の支払いを要する者 

：その通話の発信に係る契約者回線の契約

者 

料金に関するその他の取扱い 

：この約款に定めるところによります。 

３ 発信 

：携帯電話事業者に係る電気通信設

備（国内衛星携帯電話サービスに

係る電気通信設備を含みます。） 

着信 

：当社の契約者回線 

料金設定事業者 

：携帯電話事業者 

料金請求事業者 

：携帯電話事業者 

料金の支払いを要する者 

：その携帯電話事業者の契約約款等に定め

る者 

料金に関するその他の取扱い  

：その携帯電話事業者の契約約款等に定め

るところによります。 

４ 発信 

：加入電話事業者に係る電気通信設

備 

料金設定事業者 

：当社又は加入電話事業者 

料金請求事業者  
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着信 

：当社の契約者回線 

 

 

：加入電話事業者 

料金の支払いを要する者 

：その加入電話事業者の契約約款等に定め

る者 

料金に関するその他の取扱い 

：その加入電話事業者の契約約款等に定め

るところによります。 

５ 発信 

：本邦外に設置された電気通信設備 

着信 

：当社の契約者回線 

料金設定事業者 

：中継事業者 

料金請求事業者 

：中継事業者 

料金の支払いを要する者 

：その中継事業者の契約約款等に定める者 

料金に関するその他の取扱い 

：その中継事業者の契約約款等に定めると

ころによります。 

（２）（１）以外のもの 

ア 相互接続通信に関する料金は、他社相互接続通信に係る料金を除き当社が定める

こととします。 

イ 契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要

します。 

  

20 特定の電気通信サービス 

特定の電気通信サービスは、ＬＴＥ約款に定める特定の電気通信サービスと同じとしま

す。 

 

21 電話番号案内事業者 

電話番号案内事業者は、ＬＴＥ約款に定める電話番号案内事業者と同じとします。 

 

22 請求があったものとみなして取り扱うオプション機能  

区分 オプション機能 

Ａプランに係るもの ＳＭＳ機能、海外ローミング機能（海外ＳＭＳ利用に限

ります｡）及びブロードキャスト文字メッセージ受信機

能 

Ａプラントーク、Ａプラント

ークＶに係るもの 

ＳＭＳ機能、海外ローミング機能及びブロードキャスト

文字メッセージ受信機能 

 

23 標準機能  

種類 提供条件 

１ 自動着信転送機

能（着信転送サー

ビス） 

その契約者回線に着信する通話を、あらかじめ指定された他の契約

者回線等（当社が別に定めるものに限ります｡）に、自動的に転送

する機能をいいます。 
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備 

考 

（１）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の契約者回線（当

社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限りま

す｡）に限り提供します。 

（２）この機能により転送される通話の料金については、この

機能を利用している契約者回線のＣＮＡモバイルサービス

（Ａプラン）契約者に支払っていただきます。 

（３）この機能を利用する場合において、転送が２回以上にわ

たる等通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保

証できないことがあります。 

（４）この機能を利用している契約者回線への通話及びこの機

能により転送される通話については、電波が伝わりにくい

等のため契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏

する地域を交換設備で確認できなかったときは、その直前

に確認できた地域に在圏する移動無線装置との通話とみな

して取り扱います。 

（５）この機能に関するその他の提供条件については、当社が

別に定めるところによります。 

２  発番要請機能

（番号通知リクエ

ストサービス） 

その契約者回線に着信した通話であって、発信者番号が通知されな

い通話に対して、発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を、発

信者に通知する機能をいいます。 

備 

考 

（１）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の契約者回線（当

社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限りま

す｡）に限り提供します。 

（２）この機能により応答する通話に関する料金については、

第 40 条（通話料の支払義務）及び第 49 条（相互接続通信

の料金の取扱い）に規定する支払いを要する者が、支払っ

ていただきます。 

（３）この機能に関するその他の提供条件については、当社が

別に定めるところによります。 

３ ターボ切替機能 その契約者回線におけるデータ通信について、下表の設定を任意に

切り替えて行うことができる機能をいいます。 

設定 内容 

ターボＯＦＦ設定 その通信の伝送速度を総量速度規制と同じ

最高速度に制限します。 

ターボＯＮ設定 ターボＯＦＦ設定以外のもの 
 

備 

考 

（１）ＣＮＡモバイルサービス（Ａプラン）の契約者回線（当

社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限りま

す｡）に限り提供します。 

（２）この機能に関するその他の提供条件については、当社が

別に定めるところによります。 

 

24 新聞社などの基準 

区分 基準 

１ 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

（１）政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論
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議することを目的として、あまねく発売されること。 

（２）発行部数が１の題号について、8,000部以上であること。 

２ 放送事業者 放送法（昭和25年法律第132号）第２条に定める放送事業者

（有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみ

を行う者を除き、自主放送を行う者に限ります｡） 

３ 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備え

た日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニ

ュース又は情報（広告を除きます｡）をいいます｡）を供給する

ことを主な目的とする通信社 
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附則 

この約款は、平成２９年３月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２９年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２９年１１月１７日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成３０年１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、令和２年１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、令和２年１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、令和２年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、令和３年１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、令和３年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、令和３年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、令和３年９月１日から実施します。 
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附則 

（実施時期） 

この改正規定は、令和４年１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、令和４年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、令和４年８月 25 日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、令和５年３月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、令和６年１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、令和６年８月５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、令和８年３月１日から実施します。 

 

 

 


